
エクアドル共和国

実践的手法による

訓練コースの開発と運営管理

プロジェクト

終了時評価調査報告書

人間

ＪＲ

13-123

エ
ク
ア
ド
ル
共
和
国
実
践
的
手
法
に
よ
る
訓
練
コ
ー
ス
の
開
発
と
運
営
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
時
評
価
調
査
報
告
書

平
成
25
年
11
月

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

独立行政法人国際協力機構

人間開発部

平成 25 年 11 月

（2013 年）



エクアドル共和国

実践的手法による

訓練コースの開発と運営管理

プロジェクト

終了時評価調査報告書

人間

ＪＲ

13-123

エ
ク
ア
ド
ル
共
和
国
実
践
的
手
法
に
よ
る
訓
練
コ
ー
ス
の
開
発
と
運
営
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
時
評
価
調
査
報
告
書

平
成
25
年
11
月

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

独立行政法人国際協力機構

人間開発部

平成 25 年 11 月

（2013 年）



目　　　　　次

目　次

プロジェクト位置図

写　真

略語表

評価調査結果要約表

第１章　終了時評価調査の概要 ……………………………………………………………………… 1
１－１　調査団派遣の経緯と目的 ………………………………………………………………… 1
１－２　調査団日程 ………………………………………………………………………………… 1
１－３　調査団構成 ………………………………………………………………………………… 3
１－４　主要面談者 ………………………………………………………………………………… 3

第２章　終了時評価の方法 …………………………………………………………………………… 4
２－１　評価の手法 ………………………………………………………………………………… 4

第３章　プロジェクト実績 …………………………………………………………………………… 5
３－１　投入実績 …………………………………………………………………………………… 5
３－１－１　日本側の投入 ……………………………………………………………………… 5
３－１－２　エクアドル側の投入 ……………………………………………………………… 5

３－２　活動実績 …………………………………………………………………………………… 5
３－３　成果の達成状況 …………………………………………………………………………… 5
３－３－１　成果１の達成状況 ………………………………………………………………… 5
３－３－２　成果２の達成状況 ………………………………………………………………… 6
３－３－３　成果３の達成状況 ………………………………………………………………… 6

３－４　プロジェクト目標の達成状況 …………………………………………………………… 6

第４章　評価結果……………………………………………………………………………………… 7
４－１　評価５項目による評価 …………………………………………………………………… 7
４－１－１　妥当性 ……………………………………………………………………………… 7
４－１－２　有効性 ……………………………………………………………………………… 7
４－１－３　効率性 ……………………………………………………………………………… 7
４－１－４　インパクト ………………………………………………………………………… 7
４－１－５　持続性 ……………………………………………………………………………… 7

４－２　結　論 ……………………………………………………………………………………… 8

第５章　提　言 ………………………………………………………………………………………… 9



第６章　団長所感……………………………………………………………………………………… 10

第７章　付　記 ………………………………………………………………………………………… 12

付属資料

１．終了時評価調査 M/M ………………………………………………………………………… 15
２．主要関係者面談記録 …………………………………………………………………………… 54
３．エクアドルにおける職業訓練について

（前プロジェクトによって 2011 年 6 月に作成された資料から抜粋） …………………… 68



プロジェクト位置図

プロジェクト位置図 

 

プロジェクトサイト（キト） 

 
          出典：http://www.freemap.jp/item/south_america/ecuador.html 

 

出典：http://www.freemap.jp/item/south_america/ecuador.html



ミニッツ署名合同調整委員会

官団員による訓練内容の確認 過去の協力によって供与された機材（クエンカ）

クエンカ職業訓練センターSECAP 本部での協議の様子

写　　　　　真



略　語　表

略語 正式表記 和訳・意味

CBT Competency-Based Training 職能に基づく訓練

C/P Counterpart カウンターパート

GNI Gross National Income 国民総所得

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会

MM Man Month 人月

M/M Minutes of Meeting 協議議事録

ODA Official Development Assistance 政府開発援助

R/D Record of Discussions 討議議事録

SECAP Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional エクアドル職業能力開発機構

SENAI Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial ブラジル全国工業職業訓練機関

SETEC
Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 
Profesional 

エクアドル職業訓練庁

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画



i

１－１　協力の背景と概要

エクアドル共和国（以下、「エクアドル」と記す）は 1 人当たりの国民総所得（GNI）が 5,190US
ドル（2012 年、世界銀行）、人間開発指標では 187 カ国中 89 位（2013 年、UNDP）である。人

口の 27.3％が政府の定める貧困ライン以下で生活しており、都市部と農村部、及び民族分類別

の貧困率格差は大きく、この格差是正が課題になっている。特に、人口の約半数を占める先住

民族をはじめ、女性、身体障害者、難民及び移住者（定住者を含む）は社会的脆弱性が高く、

こうした人々の社会参加・生計向上の手段として職業訓練に対するニーズが高い。

また、エクアドル政府は貧困削減に取り組む一方で産業形態の改善を通じた産業育成に力を

入れており、民間の多様な産業発展に必要な人材を育成するという点において職業訓練の重要

性は「良き生活計画（Plan Nacional para en Buen Vivir）2013 ～ 2017 年」（エクアドルにおける

国家開発５カ年計画）に明記されている。

昨今の中南米諸国の多くは、従来の職業訓練方法が必ずしも産業界のニーズに即した実践的

なものとなっていなかった反省の下に、CBT（Competency-Based Training；職能に基づく訓練）

手法の導入を本格的に開始している。エクアドルにおいても、職業訓練の監督官庁を新設し、

産業界のニーズに適合した需要主導型の実践的な職業訓練手法である CBT アプローチの導入を

進めようとしており、かかる協力について日本政府へ要請がなされ、本案件が 2012 年 3 月より

2 年間の予定で実施されている。

本案件ではこれまで既存コースの見直しと改訂、新規コースのカリキュラムと教材の開発、

そして訓練コースの運営管理向上を目標として活動を実施している。今回の終了時評価調査は、

カウンターパート（C/P）、関係機関へのヒアリング、調査を通じてこれまでのプロジェクト活

動の進捗を確認し、その成果を評価するとともにその内容を文書（ミニッツ；M/M）にて合意

することを目的とした。

１－２　協力内容

（１）上位目標：

エクアドル職業能力開発機構（SECAP）が産業界の需要に対応した職業訓練コースを開

発できるマネジメント能力を獲得する。

（２）プロジェクト目標

エクアドル職業能力開発機構（SECAP）において、産業界の需要に対応した実践的な内

容（CBT 手法）を導入した訓練コースが開発・整備され、運営管理が改善される。

１．案件の概要

国名：エクアドル共和国
案件名： 実践的手法による訓練コースの開発と運営管理プ

ロジェクト

分野：職業訓練 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：人間開発部社会保障課 協力金額（評価時点）：約 0.9 億円

協力期間

（R/D）：2012 年 3 月～

2014 年 3 月

（2 年間）

先方関係機関：エクアドル職業能力開発機構（SECAP）

日本側協力機関：株式会社日本開発サービス

他の関連協力：

評価調査結果要約表
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（３）成果

１． CBT 手法に基づいて既存の訓練コース（産業人材育成、及び社会的弱者訓練）が見

直される。

２． CBT 手法に基づいて、社会的弱者訓練の新規モジュールが開発される。

３ ．訓練コースの運営管理について ISO の原則に基づき改善される。

（４）投入

＜日本側＞

専門家： 長期専門家 1 名（20MM）

 第三国短期専門家 3 名

研修員受入れ： 11 名（本邦研修 2 名、第三国研修 9 名）

機材供与： 3,955 千円（2013 年 2 月統制レート 1US ドル =98.29 円で換算）

ローカルコスト負担：　 11,448 千円

＜エクアドル側＞

カウンターパート：  プロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネジャー、

コース開発要員

施設提供： プロジェクト事務室

３－１　実績の確認

（１）成果の達成状況

各成果の達成状況は以下のとおりである。

成果１． CBT 手法に基づいて既存の訓練コース（産業人材育成、及び社会的弱者訓練）

が見直される。

成果１は終了時評価調査時点でほぼ達成されている。

職業プロファイルの分析方法はブラジル全国工業職業訓練機関（SENAI）専門家の派

遣及びワークショップの実施によって導入されている。またニーズ調査も計画どおり行

われ、その結果に基づいた訓練コースの見直しも実施された。見直し対象となった 10
コースの改訂版カリキュラムは既に完成しており、同コースで使用する教材も 2014 年 1
月までに完成する予定となっている。

なお、エクアドルでは職業訓練庁（SETEC）が職業プロファイルの作成を所掌してい

るが、今回のプロジェクト活動を通じて SETEC が作成しているプロファイルのいくつか

が実践的な内容になっていないことが明らかとなった。今後 SECAP は SETEC と協議を

行い、より実践的な職業プロファイルの作成について協力を行う予定である。

２．評価調査団の概要

調査者

団長／総括 熊谷　晃子
独立行政法人国際協力機構（JICA）人間開発部次長　兼

　高等教育・社会保障グループ長

職業訓練 飯田　洋丈
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　企画部

　企画調整課　課長補佐

協力企画 清水　貴 JICA 人間開発部　社会保障課　専門嘱託

調査期間 2013 年 11 月 5 日～ 11 月 14 日 評価種類：終了時評価

３．評価結果の概要
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成果２：CBT 手法に基づいて、社会的弱者訓練の新規モジュールが開発される。

成果２に関する活動はほぼ完了しており、2014 年 1 月までに達成される見込みである。

10 コースの新規モジュール（カリキュラムと教材）開発について、全コースのカリキュ

ラム作成は既に完了しており、残りの教材開発についても 2014 年 1 月までに完了する予

定である。

成果３：訓練コースの運営管理について ISO の原則に基づき改善される。

成果３は終了時評価調査時点で予定された活動を完了し、SECAP 自身による改善に向

けた手続きが始まっていることから、今後プロジェクト期間内にほぼ達成されると評価

される。

SECAP は来年中の ISO 9001（2008 年度版）導入に向けて準備を進めており、既に書

類のフォーマットなどを同基準に沿ったものに改訂している。ISO を SECAP の全機関

で一挙に導入することは難しいが、SECAP 企画部が中心となって優先度の高い施設及び

サービスから順次導入していく予定である。

ISO 導入にあたっては SENAI 専門家の派遣及びブラジルでの第三国研修の成果による

ところが大きいが、SECAP 職員からの聞き取りによって両機関の職員による自発的な

ネットワークが形成されたことが確認された。このネットワークによって、SECAP 職員

は今後の ISO 認証取得に向けて SENAI 専門家に相談し、適宜アドバイスを得ている。

（２）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標： SECAP において、産業界の需要に対応した実践的な内容（CBT 手法）

を導入した訓練コースが開発・整備され、運営管理が改善される。

JICA と SECAP の合同調査団は一連の調査結果から、プロジェクト目標は 2014 年 3 月の

プロジェクト終了までにほぼ達成されるという結論に達した。

３－２　評価結果の要約

３－２－１　妥当性：高い

本案件は「格差是正と持続的発展」というわが国の援助の基本方針に合致している点、

CBT という南米において主流となっているアプローチを用いた点、そしてエクアドルの憲法

及び国家開発計画である「Buen Vivir 2013-2017」において人材育成や職業訓練の重要性が述

べられていることから、本案件の妥当性は高いと判断される。

３－２－２　有効性：比較的高い

3 つのプロジェクト成果はいずれもプロジェクト目標達成に必要な要素となっている。

まだ実施すべき活動が残っているが、プロジェクト期間内にプロジェクト目標の達成が見

込まれることから、有効性は比較的高いと評価できる。残りの活動実施においては期限内の

完了をめざすのみならず、その質を担保するよう SECAP が注力している点も前向きに判断さ

れる。

３－２－３　効率性：中程度

2 年という短いプロジェクト期間ながら成果が期間内にほぼ達成できたことは評価できる。

他方、SECAP 内の組織改編により多くの離職者が出たため第三国研修の実施が遅れたほか、

これまで実施してきた JICA プロジェクトに参画してきた人材が少なくなってしまった。
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なお、第三国協力に活用した SENAI は以前から JICA が協力を行ってきた機関である。こ

うした協力資産を活用してエクアドルで必要とされる中南米式の CBT というテーマの協力を

行えたことは効率性の向上に貢献した。

３－２－４　インパクト：比較的高い

ISO 認証取得のための準備を通じて属人的ではなく組織的な業務マネジメントが導入され

つつあるが、そのために SENAI － SECAP 間における実務者同士の自発的な連携が始まって

いることなどから判断して、本案件のインパクトは比較的高いと判断する。

３－２－５　持続性：比較的高い

SECAP は十分な予算を確保していることが確認され、独力でメカトロニクスなど産業界に

必要とされるコースの開発と機材導入を行っている。他方、上記組織改編の影響を受けて人

材の入れ替わりが頻繁であるため、組織としての知見を蓄積することが難しい。この点につ

いては、今後組織の能力強化に重要な ISO 認証取得に向けて SECAP は準備を進めているこ

とから、現時点の調査結果として持続性は比較的高いと判断される。

３－３　結　論

上記のとおり、一連の調査結果から、JICA と SECAP の合同調査団はプロジェクト目標が

2014 年 3 月のプロジェクト終了までにほぼ達成されるという結論に至った。以下にプロジェク

ト目標に関連した確認事項を挙げる。

① 　SECAP 職員が産業界のニーズに基づいて職業プロファイルの分析と調整ができるように

なった。

② 　SECAP において新規カリキュラム・教材開発に関するガイドラインが作成され、これら

を用いて今後 CBT コースの開発が可能となった。

③ 　SECAP が自ら予算をつけて ISO 9001 認証取得のための明確な計画を作成した。

④ 　プロジェクトを通じて導入された手法により、訓練コースの評価ができるようになった。

３－４　提　言

主にプロジェクト終了後の持続的な成果の発現に向けて 6 つの提言を行った。

① 　第三国協力成果の普及ワークショップを含め、プロジェクト期間終了までに予定されて

いる活動を終了させる。

② 　教育に係る法改正の影響を受けて SECAP は 2015 年までに学位取得（短大レベル）可能

な中長期訓練コース（テクニコ・テクノロゴ）を廃止するが、その後 CBT に基づいた新規

コースを計画・実施することになっており、これらのコースで活用してきた日本の供与機

材を今後も有効活用する。

③　組織強化に必要な人材を確保する。

④ 　組織における知見蓄積に必要な ISO 認証の取得を適切なタイミングとプロセスを経たう

えで実施する。

⑤ 　2014 年 1 月に本邦で実施する職業訓練分野の課題別研修に SECAP から 2 名参加するに

あたり、上記活動の進捗状況を本邦で JICA 担当者に報告する。

⑥ 　今後一層産業界のニーズに沿った職業訓練を実施するため、SENAI との連携を幹部クラ

スで進め、既に締結されている SENAI － SECAP 協力協定を活性化させる。
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第１章　終了時評価調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯と目的

エクアドル共和国（以下、「エクアドル」と記す）は 1 人当たりの国民総所得（GNI）が 5,190US
ドル（2012 年、世界銀行）、人間開発指標では 187 カ国中 89 位（2013 年、UNDP）である。人口

の 27.3％が政府の定める貧困ライン以下で生活しており、都市部と農村部、及び民族分類別の貧

困率格差は大きく、この格差是正が課題になっている。特に、人口の約半数を占める先住民族を

はじめ、女性、身体障害者、難民及び移住者（定住者を含む）は社会的脆弱性が高く、こうした

人々の社会参加・生計向上の手段として職業訓練に対するニーズが高い。

また、エクアドル政府は貧困削減に取り組む一方で産業形態の改善を通じた産業育成に力を入

れており、民間の多様な産業発展に必要な人材を育成するという点において職業訓練の重要性は

「良き生活計画（Plan Nacional para en Buen Vivir）2013 ～ 2017 年」（エクアドルにおける国家開発

５カ年計画）に明記されている。

昨今の中南米諸国の多くは、従来の職業訓練方法が必ずしも産業界のニーズに即した実践的な

ものとなっていなかった反省の下に、CBT（Competency-Based Training；職能に基づく訓練）手法

の導入を本格的に開始している。エクアドルにおいても、職業訓練の監督官庁を新設し、産業界

のニーズに適合した需要主導型の実践的な職業訓練手法である CBT アプローチの導入を進めよ

うとしており、かかる協力について日本政府へ要請がなされ、本案件が 2012 年 3 月より 2 年間

の予定で実施されている。

本案件ではこれまで既存コースの見直しと改訂、新規コースのカリキュラムと教材の開発、

そして訓練コースの運営管理向上を目標として活動を実施しているが、小規模案件であるとこ

ろ、本来であれば主管部による終了時評価調査は必須ではない。しかし、90 年代より続いてき

たエクアドル職業能力開発機構（Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional：SECAP）に対す

る技術協力が当面予定されていないところ、これまでの協力全体を通じた成果の確認と今後の

SECAP における協力資産の活用状況について確認しておくことも必要であることから、コンサ

ルタントは傭上しないものの、調査を実施することとした。

１－２　調査団日程

No 日付 時間 清水団員 時間 飯田団員

1 11/4 月 23：17 キト着

2 11/5 火

08：30
10：00

‐ 日本人専門家との協議

‐ SECAP 訓練開発内容部との協議 23：17 キト着

PM ‐ 日本人専門家との協議

3 11/6 水

10：00

11：00

‐ SECAP 職業訓練調整局長及び部長への

表敬・日程打合せ

‐ SECAP 訓練開発内容部との協議

14：00

15：00

‐ SECAP 職業訓練調整局との日程打合

せ

‐ SECAP 本部関係者へのヒアリング
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4 11/7 木

09：00
11：00

‐ SECAP 本部関係者へのヒアリング

14：00

18：10
19：00

‐ SECAP 本部関係者へのヒアリング

‐ キト飛行場への移動

‐ クエンカ市への移動（Tame EQ175 便）

‐ クエンカ市着

5 11/8 金

09：00

10：00
11：00

‐ クエンカ職業訓練センター訪問、関係

者との打合せ

‐ 実習場、訓練コース実施状況等の視察

‐ 職業訓練センター関係者へのヒアリン

グ

14：00

19：40
20：30

‐ 職業訓練センター関係者へのヒアリン

グ

‐ クエンカ空港への移動

‐ キト市への移動（Tame EQ174 便）

‐ キト市着

6 11/9 土

AM ‐ ミニッツ（M/M）作成
時間 熊谷団長

23：17 ‐ キト着
PM ‐ M/M 作成

7 11/10 日
AM ‐ M/M 作成

PM ‐M/M 作成

8 11/11 月

09：00
10：00
11：30

‐ JICA エクアドル支所訪問、協議

‐ 労働次官（Sr. Xavier Estupiñan）表敬、ヒアリング

‐ SECAP 総裁（Srta. Paulina Paz）表敬、ヒアリング

14：00
14：15
15：15

‐ キト北部職業訓練センター訪問、関係者との協議

‐ 実習場、訓練コース実施状況等の視察

‐ 職業訓練センター関係者へのヒアリング

9 11/12 火

09：00
‐ SECAP への M/M 案説明、協議

‐ 職業訓練庁長官表敬、ヒアリング

‐ SECAP への M/M 案説明、協議

14：00
15：00

‐ プロジェクト関係者と協議

‐ SECAP 関係者との M/M 案協議

10 11/13 水

09：00 ‐ SECAP 関係者との最終版 M/M 作成

16：00
‐ 合同調整委員会開催

‐ 調査団長と SECAP 総裁による M/M 署名

11 11/14 木

9：30 ‐ 労働関係大臣への表敬、評価調査結果の報告

15：00
18：00

‐ 在エクアドル日本国大使館への帰国報告

‐ JICA エクアドル支所への帰国報告
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12 11/15 金 ‐ キト発

13 11/16 土 ‐ 東京着

１－３　調査団構成

業務 氏名 役職

団長／総括 熊谷　晃子
独立行政法人国際協力機構（JICA）人間開発部次長　兼　高等

教育・社会保障グループ長

職業訓練 飯田　洋丈
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　企画部　企画

調整課　課長補佐

協力企画 清水　貴 JICA 人間開発部　社会保障課　専門嘱託

通訳 鈴木　恵子

１－４　主要面談者

主要面談者は下記のとおり。面談内容については付属資料２「主要関係者面談記録」参照。

（１）SECAP
Paulina Paz Ojeda　　総裁

Fernando Jurado 職業訓練調整局長

（２）労働関係省

Ivan 副大臣

Xavier Estupinan 事務次官

（３）職業訓練庁（Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional：SETEC）
Marcos Zamnrano 長官

（４）在エクアドル日本国大使館

小瀧　徹 大使

熊倉　隆行 一等書記官

（５）プロジェクト・JICA エクアドル支所

菊池　四郎 専門家

松山　博文 支所長
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第２章　終了時評価の方法
２－１　評価の手法

① 　カウンターパート（C/P）及び関係機関への調査、資料分析等を通じて収集した情報に基

づき、プロジェクト目標／成果の達成状況、活動の進捗状況を ､ 表２－１にあるとおり評価

５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から確認する。

② 　調査結果について先方政府と協議を行い、ミニッツ（英語・西語）を作成して署名交換を

行う。

③ 　先方政府との合意内容について在エクアドル日本国大使館、JICA エクアドル支所に報告

を行う。

表２－ 1　評価５項目

妥当性

プロジェクトのターゲットグループのニーズへの整合性、プロジェクト内容

の先方政府と援助側の政策や優先順位との整合性、プロジェクトの戦略やア

プローチの妥当性に関する視点。

有効性
プロジェクトの達成見込みと、その達成がアウトプットの達成によりもたら

されるかに関する視点。

効率性

アウトプットの達成状況と投入がいかにアウトプットの達成に転換されてい

るか（量的、質的観点）に関する視点。他のアプローチと比して最も効率的

な方法を適用しているかも必要に応じ問う。

インパクト

（予測）

上位目標の達成見込みと、プロジェクトの直接 / 間接的影響。また、正 / 負、

予期した / 予期していない影響も確認する。

持続性

（見込み）
プロジェクト終了後にプロジェクトがもたらした影響と持続性を問う視点。
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第３章　プロジェクト実績

３－１　投入実績

３－１－１　日本側の投入

詳細は付属資料 1「終了時評価調査 M/M」の Annex を参照のこと。

（１）専門家： 長期専門家 1 名（20MM）

第三国短期専門家 3 名

（２）研修員受入れ： 11 名（本邦研修 2 名、第三国研修 9 名）

（３）機材供与： 3,955 千円（2013 年 2 月統制レート 1 US ドル =98.29 円で換算）

（４）ローカルコスト負担：11,448 千円

３－１－２　エクアドル側の投入

（１）カウンターパート（C/P）の配置

プロジェクト期間中、SECAP は総裁をプロジェクト・ディレクターとして、職業訓練

調整局長をプロジェクト・マネジャーとしてそれぞれ配置し、プロジェクト活動を実施し

た。

（２）プロジェクトオフィスの提供

SECAP 本部に 1 部屋がプロジェクト用の執務室として提供された。

３－２　活動実績

付属資料１「終了時評価調査 M/M」の Annex のとおり、おおむね計画どおり実施されている。

３－３　成果の達成状況

各成果の達成状況は以下のとおりである。

３－３－１　成果１の達成状況

成果１． CBT 手法に基づいて既存の訓練コース（産業人材育成、及び社会的弱者訓練）が見

直される。

成果１は終了時評価調査時点でほぼ達成されている。

職業プロファイルの分析方法は、ブラジル全国工業職業訓練機関（SENAI）専門家の派遣及

びワークショップの実施によって導入されている。またニーズ調査も計画どおり行われ、その

結果に基づいた訓練コースの見直しも実施された。見直し対象となった 10 コースの改訂版カ

リキュラムは既に完成しており、同コースで使用する教材も 2014 年 1 月までに完成する予定

となっている。
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なお、エクアドルでは職業訓練庁（SETEC）が職業プロファイルの作成を所掌しているが、

今回のプロジェクト活動を通じて SETEC が作成しているプロファイルのいくつかが実践的な

内容になっていないことが明らかとなった。今後エクアドル職業能力開発機構（SECAP）は

SETEC と協議を行い、より実践的な職業プロファイルの作成について協力を行う予定である。

３－３－２　成果２の達成状況

成果２．CBT 手法に基づいて、社会的弱者訓練の新規モジュールが開発される。

成果２に関する活動はほぼ完了しており、2014 年 1 月までに達成される見込みである。

10 コースの新規モジュール（カリキュラムと教材）開発について、全コースのカリキュラ

ム作成は既に完了しており、残りの教材開発についても 2014 年 1 月までに完了する予定であ

る。

３－３－３　成果３の達成状況

成果３．訓練コースの運営管理について ISO の原則に基づき改善される。

成果３は終了時評価調査時点で予定された活動を完了し、SECAP 自身による改善に向けた

手続きが始まっていることから、今後プロジェクト期間内にほぼ達成されると評価される。

SECAPは来年中の ISO 9001（2008年度版）導入に向けて準備を進めており、既に書類のフォー

マットなどを同基準に沿ったものに改訂している。ISO を SECAP の全機関で一挙に導入する

ことは難しいが、SECAP 企画部が中心となって優先度の高い施設及びサービスから順序導入

していく予定である。

ISO 導入にあたっては SENAI 専門家の派遣及びブラジルでの第三国研修の成果によるとこ

ろが大きいが、SECAP 職員からの聞き取りによって両機関の職員による自発的なネットワー

クが形成されたことが確認された。このネットワークによって、SECAP 職員は今後の ISO 認

証取得に向けて SENAI 専門家に相談し、適宜アドバイスを得ている。

３－４　プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標： SECAP において、産業界の需要に対応した実践的な内容（CBT 手法）を導

入した訓練コースが開発・整備され、運営管理が改善される。

JICA と SECAP の合同調査団は一連の調査結果から、プロジェクト目標は 2014 年 3 月のプロ

ジェクト終了までにほぼ達成されるという結論に達した。

調査後の進捗については 2014 年 2 月には専門家より業務完了報告書が提出される予定となっ

ており、同報告書は JICA 図書館にて公開される予定である。
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第４章　評価結果

４－１　評価５項目による評価

４－１－１　妥当性：高い

本案件は「格差是正と持続的発展」というわが国の援助の基本方針に合致している点、CBT
（Competency-Based Training；職能に基づく訓練）という南米において主流となっているアプ

ローチを用いた点、そしてエクアドルの憲法及び国家開発計画である「良き生活計画（Plan 
Nacional para en Buen Vivir）2013 ～ 2017 年」において人材育成や職業訓練の重要性が述べられ

ていることから、本案件の妥当性は高いと判断される。（エクアドルにおける職業訓練につい

ては、付属資料３を参照のこと。ただし、当該資料は 2011 年作成のため現状と若干の差異が

ある。）

４－１－２　有効性：比較的高い

3 つのプロジェクト成果はいずれもプロジェクト目標達成に必要な要素となっている。

まだ実施すべき活動が残っているが、プロジェクト期間内にプロジェクト目標の達成が見込

まれることから有効性は比較的高いと評価できる。残りの活動実施においては期限内の完了を

めざすのみならず、その質を担保するよう SECAP が注力している点も前向きに判断される。

４－１－３　効率性：中程度

2 年という短いプロジェクト期間ながら成果が期間内にほぼ達成できたことは評価できる。

他方、SECAP 内の組織改編により多くの離職者が出たため第三国研修の実施が遅れたり、こ

れまでの JICA プロジェクトに参画してきた人材が少なくなってしまった。

なお、第三国協力に活用したブラジル全国工業職業訓練機関（SENAI）は以前から JICA が

協力を行ってきた機関である。こうした協力資産を活用してエクアドルで必要とされる中南米

式の CBT というテーマの協力を行えたことは効率性の向上に貢献した。

４－１－４　インパクト：比較的高い

ISO 認証取得のための準備を通じて属人的ではなく組織的な業務マネジメントが導入されつ

つあるが、そのために SENAI － SECAP 間における実務者同士の自発的な連携が始まっている

ことなどから判断して、本案件のインパクトは比較的高いと判断する。

４－１－５　持続性：比較的高い

妥当性にもあるように、職業訓練のエクアドルにおける位置づけは現在も変わらず重要であ

るとされている。エクアドル職業能力開発機構（SECAP）は十分な予算を確保していることが

確認され、独力でメカトロニクスなど産業界で必要とされるコースの開発と機材導入を行って

いる。他方、上記組織改編に影響を受けて人材の入れ替わりが頻繁であるため、組織としての

知見を蓄積することが難しい。この点については、今後組織の能力強化に重要な ISO 認証取得

に向けて SECAP は準備を進めている。これらのことから、現時点の調査結果として持続性は

比較的高いと判断される。
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４－２　結　論

上記のとおり、JICA と SECAP の合同調査団は一連の調査結果から、プロジェクト目標は 2014
年 3 月のプロジェクト終了までにほぼ達成されるという結論に達している。以下にプロジェクト

目標に関連した確認事項を挙げる。

① 　SECAP 職員が産業界のニーズに基づいて職業プロファイルの分析と調整ができるように

なった。

② 　SECAP において新規カリキュラム・教材開発に関するガイドラインが作成され、これら

を用いて今後 CBT コースの開発が可能となった。

③ 　SECAP が自ら予算をつけて ISO 9001 認証取得のための明確な計画を作成した。

④ 　プロジェクトを通じて導入された手法により、訓練コースの評価ができるようになった。
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第５章　提　言

主にプロジェクト終了後の持続的な成果の発現に向けて 6 つの提言を行った。

① 　第三国協力成果の普及ワークショップを含め、プロジェクト期間終了までに予定されてい

る活動を終了させる。

② 　教育に係る法改正の影響を受けてエクアドル職業能力開発機構（SECAP）は 2015 年まで

に学位取得（短大レベル）可能な中長期訓練コース（テクニコ・テクノロゴ）を廃止する

が、別途 CBT（Competency-Based Training；職能に基づく訓練）に基づいた新規コースを計画・

実施する予定であり、これらのコースにおいて日本の供与機材を今後も有効活用する。

③ 　組織強化に必要な人材を確保する。

④ 　組織における知見蓄積に必要な ISO 認証取得を適切なタイミングとプロセスを経たうえで

実施する。

⑤ 　2014 年 1 月に本邦で実施する職業訓練分野の課題別研修に SECAP から 2 名参加するにあ

たり、上記活動の進捗状況を本邦で JICA 担当者に報告する。

今後一層産業界のニーズに沿った職業訓練を実施するため、ブラジル全国工業職業訓練機関

（SENAI）との連携を幹部クラスで進め、既に締結されている SENAI － SECAP 協力協定を活性

化させる。プロジェクト成果の活用と持続を目的として、調査団は以上の提言を職業・徒弟訓練

評議会（SCVTA）に行い合意を得ている。
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第６章　団長所感

今次プロジェクトの評価の結果は、前章に記した調査結果概要のとおり、結論的には「概して

良好」ということができる。

2013 年 6 月に行われた運営指導調査の直前の 5 月までは、当時のエクアドル職業能力開発機

構（SECAP）総裁の考え方もあり、職員が頻繁に入れ替わるほか、プロジェクト進捗に影響を

及ぼすさまざまな状況が生じており、目標や成果達成は言うに及ばず、必要な活動の適時適切な

実施自体に困難があった。しかしながら、新総裁を迎え、上記運営指導調査団派遣のタイミング

で、プロジェクト終了までに必要な活動とタイムスケジュールを、エクアドル側、日本側双方で

確認することができ、その後、プロジェクトの諸活動はスムーズに進んだ。これには、SECAP
新総裁のイニシアティブに加え、ただ一人だけの派遣の中、プロジェクト遂行にさまざまな困難

があった時期から継続して現地で奮闘を続けた長期派遣専門家（コンサルタント契約方式のた

め、実際は 10カ月× 2回の派遣）の努力と工夫、周囲から受けている信頼によるところが大きい。

エクアドルの産業、そして労働・雇用分野では、現在、生産マトリックスによる、将来を見据

えた産業政策において優先的に取り組む産業の分析、それに伴う職業プロファイルの分析やそれ

に応じた人材育成コースないしそのマテリアル開発が重視されている。今後人材を優先的に育成

し伸ばしていく産業とそれによる国家経済の成長に重きを置くとともに、弱者（障害者、更生を

要するもの、先住民、失業者などを含む）への対応、つまり、成長に伴う格差に留意し、社会的

包摂も大変重視している。前者に対応していく中で、職業訓練機関を含む人材育成機関は、社会

や時代の急激なニーズに対応し、技術のアップデートに留意する必要がある。そのためには、こ

れら機関の個々人の能力開発がなされるだけでは不十分であり、機関（組織）として、現時点に

対応する技術面だけではない、運営管理を含むノウハウの蓄積・継承・発展ができることが必要

である。人材の入れ替えの激しい状況においてはなおのこと人材が変動することを所与として、

組織としての蓄積・継承・発展が重要である。その点、SECAP は今次プロジェクトを通じ、ISO
の手法を取り入れることによって、組織としての対応を強化した。人材個々人が異動し、また社

会のニーズが変わっても、システムとして手法が定着するように取り組んでいること、そのため

に唯一の長期派遣専門家が、第三国人材のネットワークも活用し、心を砕いて SECAP を支援し

ていることにつき、重ねて特記しておきたい。

今次評価は、現在のプロジェクト評価だけでなく、90 年代からの JICA と SECAP の関係も念

頭に置き、関係者からの聞き取りなどを行った。その中で、上述のように、エクアドルが産業開

発と同様に重視している「社会的弱者」への取り組み、社会的包摂につき、累次の言及があった。

この点については、今次プロジェクトに先行して実施した「社会的弱者のための職業訓練強化プ

ロジェクト」（2008 年 11 月 1 日～ 2011 年 10 月 31 日）において、3 年間取り組んできたところ

である。現在でも政府により、社会的弱者支援が重視され、SECAP がその職業訓練を担う機関

として現在も重要な責務を担っている。SECAP 本部でもバリアフリー対応など、さまざまに工

夫がなされていた。先行プロジェクトの取り組みが現在も政策として重視され活用されているこ

とは、大変喜ばしいことである。

また、さらに以前には、「エクアドル職業訓練改善計画」（2002年 7月 1日～ 2007年 6月 30日）が、

また、その間に、無償資金協力も実施された。当時供与された機材や開発された教材、機材管理

手法などが活用されていることもさることながら、キト北部職業訓練センターでは、時代の流れ
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に応じ、日本が直接支援した分野以上に高度な分野（メカトロニクスなど）のコースを別途独自

に開設し、教材や機材を導入、作成していた。このことは、以前の機材（さらに過去に JICA 以

外から供与された、より古い機材も含む）を大切に活用していること以上に、より評価すべきこ

とである。SECAP の監督省庁であるエクアドル職業訓練庁（SETEC）長官からも、「40 年前の古

い機材を後生大事に使っていても、時代のニーズに応じた人材育成はできない」という指摘が

あったが、職業訓練でしばしば問題視される、産業の変化に応じた訓練ができるのか、という点

につき、SECAP が努力と工夫で対応しているところも見て取ることができた。

SECAP が、日本との以前からの長い協力の歴史によって培われたものの良い点を継承・発展

させ、今後のエクアドルの発展に寄与し対応できる人材育成機関として更なる貢献をしていくこ

とを期待したい。

最後に、日本の現在の経済社会状況を反映し、このところ政府開発援助（ODA）も、民間連携、

中小企業海外展開支援、日本への直接裨益、などの観点が重視されている。エクアドルのよう

に、日本の産業界とのつながり、将来におけるそのより大きな展開が、相対的に大きく見込める

わけではなく、国民総所得（GNI）がある程度高い国に対しては、相手国にさまざまなニーズが

あっても、そこに応えられる日本側の投入も限られてくる。SECAP に対する従来のような継続

的支援は大変難しいであろう。他方、長年の関係により築かれてきた良い関係をうまくつなげ、

また過去の大きな投入をより上手に発展・活用するために、フォローアップ（例えば、技術革新

を踏まえた、自動制御機材でのプログラミングに関する知見の交換など）やボランティア等を戦

略的に活用することが有用なのではないか、と考える。
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第７章　付　記

本案件の終了に伴い、90 年代から継続してきたエクアドル職業能力開発機構（SECAP）との

技術協力が終了したが、これらの成果を有効に活用していくためには、今後、フォローアップや

ボランティア派遣といったスキームを通じて関係を継続していくことが考えられる。

他方、今後中南米における民間セクター開発や日系企業進出支援など、違った視点から、同

国、ないし、同国を含む周辺国を含めた経済圏での人材育成に焦点があたった際には、これまで

培われてきた SECAP との協力関係を活用した取り組みが行われることも有効であろう。

本調査時の在エクアドル日本大使館表敬訪問では、小瀧駐エクアドル大使より本案件につい

て、以下のとおり言及があった。

① 　M/M や調査結果報告では比較的良い評価、と記載されているが、自分自身としては非常

に良い成果を収めた案件だと理解している。本邦においてぜひその成果を何らかの形で発信

してもらいたい。議員団が訪問した時も、会計検査院からも、日本の協力の足跡が明確に残

り、すばらしい活動が継続しているなど、非常に高い評価を得ている。今後の協力につい

て、後継案件はないという理解であるが、前向きに、フォローアップなど、何らかの関係を

続けられる協力を検討してもらえるとよい。

② 　エクアドルのポテンシャルについて、本邦の民間企業関係者に話を聞くと、まず人材のレ

ベルの高さと勤勉さを挙げる。次に日本企業進出の可能性について、現在エクアドルではプ

ラスチックや繊維分野の製品を多く輸入に頼っており、質と値段が高いアメリカ製と、値段

は安いが質に一定の課題がある中国製が主に市場に出回っている。ここで知見をもった日系

の中小企業が進出すれば、中間層のシェアを相当程度獲得できると思う。また、エクアドル

単体での経済規模は大きくないが、Pacific Alliance やアンデス共同体という域内規模でみた

時、経済状態が良いコロンビア、ペルーと一体のバリューチェーンと見ることができ、製造

業などにも可能性が見いだせる。生産マトリクスに沿った形での協力可能性はあると思料す

る。

③ 　エクアドルにおける職業訓練については各国議員団から高い評価を受けるなど実績があ

る。エクアドル政府も職業訓練を重視しており、人材育成の中南米地域での拠点もしくはテ

クニカルセンターとしての役割も期待できるのではないか。

④ 　本案件の前フェーズでは社会的弱者支援に重点を置いていたが、エクアドルは世界有数の

難民受入れ国でもある。こうした分野への取り組みは JICA の協力方針にも沿うものと考え

る。

大使からのコメントにあるとおり、本案件は関係者からの評価が非常に高い案件である。本調

査では、SECAP が JICA の過去の供与機材を効果的に活用するだけではなく、協力してきた分野

以外の高度なコースを産業界のニーズに合わせて開設し、自分たち自身で必要な機材を購入、作

成していることなども確認された。C/P によるオーナーシップに基づいた協力を志向する JICA
の技術協力において、SECAP とのこれまでの協力はソフト・ハード面での JICA 支援の持続性が

発現している好例であるといえる。
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１．面談者

Fernando SECAP 職業訓練調整局長（プロジェクトマネージャー）

２．面談日時

2013 年 11 月 6 日 9 時‐11 時（以降複数回の協議内容含む）於　SECAP 本部

３．当方参加者

飯田団員、清水団員、菊池専門家、鈴木通訳

４．面談概要

（１）終了時評価について

① 　今回の調査実施に感謝する。プロジェクトでは 6 月の JCC 以降、各担当が実施すべき

活動を JCC のミニッツに基づいて明確にして取り組んできた。一部の活動に遅れが出て

いるが、プロジェクト期間中に定められた活動を終えることができると考えている。

→ 今回の調査を快く受け入れてくださり感謝する。既に菊池専門家より情報を得ている

が、今年 6 月の JCC 後 SECAP が積極的にプロジェクトに取り組んでこられたことを大

変心強く思う。今回の調査ではこれまでの JICA 支援を今後 SECAP に効果的に活用して

もらうため、どういった対応を行うべきかを共に検討することが重要であると考えてい

る。（清水）

（２）プロジェクト成果について

① 　3 つあるプロジェクト成果のほぼすべてが完了している。成果１、２に係る教材開発の

み現在も作業中だが、これは新規・既存コースのカリキュラム開発・見直しに時間を要し

たため。こちらは Karla 課長が中心となって進めている。

→  Karla 課長は非常に熱心に取り組んでおり、来年 1 月中にはすべての教材開発・見直し

が完了する予定である。（菊池専門家）

② 　プロジェクトではコース開発のほか、ISO の導入について SENAI の専門家の知見を借

りながら進めてきた。こちらについては既に SECAP で使用している書類のフォーマッ

トなどを ISO に応じた形に改訂しており、組織として準備を進めている。現在企画部の

Alex 部長が中心となって ISO 認定取得の準備を進めており、2014 年中に SENAI の一部の

機能、例えば訓練コース管理について ISO 9001 の 2008 年度版を取得予定である。SECAP 
47 年の歴史で、これまで外部の認証を受けたことがなかったが、ISO 認証取得が明確な業

務改善の証明になると期待している。

（補足：Alex 部長からのヒアリングでは来年 6 月頃には部分的に ISO 9001 の認証取得がで

きる見込みであることを確認している。）

③ 　SENAI との協力を通じて作成したマニュアル類を活用し、訓練コースのモニタリング・

評価が進んでいる。このようにプロジェクト成果の定着が進んでいる。

（３）学卒資格が取得できる長期コースの終了について

① 　高等教育に係る法律改正を受け、現在実施している学位を付与できる長期コース（テ
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２．主要関係者面談記録



クニコ・テクノロゴコース）が現在実施しているクラスをもって廃止となり、2015 年に

はこれら全てのコースが終了することとなる。その後は学位を付与しないものの一層専門

性・技術面に特化したコンピテンシーベースの中長期訓練コースを実施する予定であり、

現在プロジェクトを通じて学んだコース開発の知見を活用しながらどのようにコースを実

施するか検討している段階である。これらのコースではこれまでに日本から供与された機

材を効率的に活用する予定である。

→ 従来のコースを変更するとなると、通常現場ではさまざまな混乱が起こるものである。

現場訪問を通じてこれまでの協力成果がどれほど定着しているか確認したい。（飯田団

員）

→ 供与された機材を活用することを明言していただき頼もしい限りである。本プロジェ

クトの目標である民間のニーズに沿った訓練実施にあたっては JICA の協力資産を活用

しつつ、SECAP が主導して産業界と訓練校をつなげる取り組みを進めていただきたい。

（清水）

（４）SECAP が今後担うべき役割について

① 　短大資格を付与する訓練は終了するが、従来から行っている社会的弱者のための訓練及

び求職者・在職者向け短期訓練や今後実施するコンピテンシーに基づいた中長期訓練コー

スなど、SECAP が担う責務が大きい。国家開発計画である「Buen Vivir 2013-2017」におい

ても人材育成を通じた産業の発展が明記されているところ、政府も SENAI の役割を重視

し、予算は十分配賦されている。キト北部職業訓練センターではメカトロニクスや乳製品

製造といったニーズに基づいた訓練コースを新たに設けたり、電気・電子分野の訓練を実

施する移動教室トレーラー（バン）の活用を始めるなどしている。各地域の雇用情勢につ

いても統計局と情報共有を開始しており、産業界との連携もますます盛んになると考えて

いる。

－ 55 －



１．面談者

Xavier 労働関係省事務次官

Diego 雇用部長

Santiago 課長（社会的弱者、求職者、民芸品認証担当）

Carla 就業コーディネーター

２．面談日時

2013 年 11 月 11 日 10 時‐11 時　於　労働関係省

３．当方参加者

熊谷団長、飯田団員、清水団員、菊池専門家、岩永企画調査員、鈴木通訳

４．面談概要

（１）挨拶及び今回の調査目的について説明。（熊谷団長）

（２）Xavier 事務次官より職業訓練分野に係る労働関係省の役割説明

① 　訪問を歓迎するとともに、これまでの協力に感謝する。われわれは国家開発計画に示

されているとおり、人材育成を通じた発展に重点を置いている。生産マトリックスの改善

における SECAP の役割を重要視しており、必要な予算を配賦している。就業のための公

共サービス、生産的研修が必要。65 万人以上がこの恩恵を受けているところ、就業公共

サービスの責任者を配置し、全国各地にある求職者を就労、社会のネットワークに組み

入れる職業訓練の紹介などを行っている。また、日本とは 10 年以上の協力の歴史があり、

評価だけでなく、今後の関係を深めることも重要と考える。

→ プロジェクトへの積極的なサポートについて感謝申し上げる。エクアドルは貴省の効果

的な政策によって非常に低い完全失業率を達成していると認識している。ただ、ここ数

年で完全失業率が改善されているものの、定職を得ていない労働者を含む不完全失業率

に大きな変化がない点を注視する必要がある。今後不安定な就業状況にある人たちが安

定した雇用につながるためにも職業訓練の重要性は非常に高い。（清水）

→ 指摘のとおり。そのためにも、雇用政策を拡充するだけでなく、生産マトリックスにお

いて求められる人材を育成することが安定した雇用状況達成につながると考える。就業

公共サービスが管理した就職者は約 4,000 人であったが、うち 40％は実際に就労し、多

くが SECAP 研修者であった。SECAP は組織改変を行ったが、産業に必要な人材を育成

するという重要性は省として変わっていない。新法により、高等教育、技術教育、職

業訓練の各機関の役割分担が明確にされたが、SECAP はフォーマルな教育を受けた人

材と、労働市場が必要とする人材のギャップを埋める機関となる。新法の下、SECAP
の訓練校では求職者が大学に行っていなくても職能のコンピテンスを身に付けること

ができる。また、「二重教育法」によって、大学に行きながら職能訓練を受けることも

可能となるところ、新法はエクアドルの人材育成ニーズにあった法律であるといえる。

（Xavier 事務次官）

→ 生産マトリクスに沿い新たな産業に必要な人材を提供することは大変難しいのでは？　
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工夫をしていることがあればご教示願いたい。（熊谷）

→ 確かにそう。現在は、「今その人にあるコンピテンシー」に合わせて就労を考えるが、

新たな産業に適応する訓練を行うことを、2014 年から計画している。就業率と不完全

就業率が、都市に限ってではあるが、もともと不完全就業率（潜在失業者）が高かった

のが、現在、安定雇用者の率の方が高くなり、逆転（好転）した。（Carla）
→  2014 年からの計画とはどのようなもの？（熊谷）

→ すぐに実現できないが、産業界が必要とする研修を設定していく。まだない研修がたく

さんある。金属機械分野、石油化学など、これから研修内容を変えていくものもある。

（Carla）
→ 半成熟産業や、輸入代替、輸出代替なども考えている。金属機械などはその事例。ま

た、現在ペルーなどから輸入している自動車部品も同様。バナナ、エビなどの一次産品

は、対外的な影響もあるので、単体でなく加工して輸出することも検討。（Xavier 事務

次官）

② 　Santiago 課長は社会的弱者、求職者、民芸品作成者に対する政策を担当し、Carla 就業

コーディネーターは雇用政策を担当。労働関係省では「就業のための公共サービス」を

実施しており、約 4,000 職種の職業紹介をこれまでに 60 万人に対して行った実績をもつ。

生産マトリックスに基づいて、必要なポストに適切な人材が配置されることが重要と考え

る。

→ 民芸品に係る取り組みについてぜひうかがいたい。アフリカなどでの職業訓練を考える

とき、こうした取り組みは非常に重要であり、参考とさせていただきたい。（熊谷団長）

→ 労働関係省では民芸品作成業者に対して認証を行っている。認証を得た業者は付加価値

税納税免除のほか、従業員に対する賞与（通常雇用主は 12 カ月の雇用につき労働者に

2 カ月分の賞与を与える必要がある）の免除を受けることができる。（≒企業にとって

雇用しやすいのでまず正規雇用者を増やしていくことができる。）見習い従業員が見習

い期間中に一定の給与を保証される制度もある。（Santiago 課長）

→ 民芸品の品質を担保するための認証ではなく、（社会的弱者を多く雇用する）民芸品作

成業者を支援するための取り組みである。（菊池専門家）

－ 57 －



１．面談者

キト北部訓練センター長、他各部局長、訓練指導員　など

２．面談日時

2013 年 11 月 11 日 14 時 30 分‐16 時　於　キト北部訓練センター

３．当方参加者

熊谷団長、飯田団員、菊池専門家、鈴木通訳

４．面談概要

① 　従来の協力関係に感謝。以前のプロジェクト、無償資金協力で当センターと協力してき

たわけだが、記録によれば、その際に、機材管理方式を変更し、一指導員が個々の機材を

担当していたのを、分野・センター横断的に管理・助言できるようにしたはず。現在はど

のようになっているか。（熊谷）

→ 指導員に機材の担当はさせている。他方、年 2 回の定期点検に分野の長を置いて、監

督・指示・指導している。キトは大規模センターであり、キトから地方の機材の問題に

ついて指導に行くことも実施。（所長）

②　カリキュラム・教材開発で当センターはどうかかわっているか？（熊谷）

→扱っている分野も多いため、SECAP 本部に指導員が関与し、ノウハウを提供。（所長）

③ 　新規産業分野に自分自身で能力開発を継続し、指導員がついていくのは、どの職業訓練

でも課題になっていると考える。本センターで工夫している点はあるか？（熊谷）

→ 契約指導員を評価し、契約料を 3 倍に上げて、新たな技術をもつ良い指導員を契約する

ようにしている。正規指導員も評価し、評価に通らなければ配置替えとなる。（所長）

④ 　メカトロニクスなど新たな分野を行っているが、今後新たな分野開拓の予定は？（飯

田）

→ 2016 年に建物を大改築するため、その後となる。

⑤ 　社会のニーズに応じた訓練コース開拓などはどのように行っているか？（熊谷）

→ すべて本部が決めた手法に基づく。全国を 9 地域に分け、各地域のためのカリキュラ

ム開発担当が 1 人おり、各地域のセンターと連絡し合って行っている。地域の特性に配

慮。良いものがあれば SECAP 中央に上げて全国展開する。（所長）

⑥ 　今後短大レベルのコースはやらないとして、レベルの高い訓練の展開の計画は？（熊

谷）

→ 「特定の技術」に対応した訓練展開を検討。SETEC の作成したプロファイルに基づき

研修を行う。しかし、すべてにプロファイルができているわけではない。プロファイ

ルがなくても企業ニーズのあるものには対応する。これらはセンター独自で行いつつ、

SECAP 本部にもフィードバックする。（所長）

⑦　訓練後の評価はどのように行っているか？（熊谷）

→  SECAP 本部が追跡調査を行おうとしているが、現在では、本部も「訓練の質」を評価

しているのみ。訓練受講者のデータベースはあるので、アドホックに、給料の上昇、就

職状況などを調査している。（所長）
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１．面談者

Marcos SETEC 長官

Jose 長官アドバイザー

２．面談日時

2013 年 11 月 12 日 9 時 30 分‐10 時　於　SETEC 本部

３．当方参加者

熊谷団長、飯田団員、清水団員、菊池専門家、岩永企画調査員、鈴木通訳

４．面談概要

（１）熊谷団長より挨拶および調査の趣旨説明

（２）Marcos 長官より SETEC の役割について説明

① 　現政権は 1 期目では主に社会的弱者に対する Human Development 及び Social Inclusion 実

現に注力してきたが、2 期目に入り、より民間セクターの開発・生産マトリックスの改善

に取り組んでいる。こうした背景の下、SETEC は人材開発、職業コンピテンシーの整理、

地方政府に対するソーシャルインクルージョン普及・アドバイス、国家開発における研

修・訓練の主軸化などに取り組んでいる。

② 　SECAP は社会的弱者支援において重要な機関。SETEC の予算源のひとつである、私企

業従業員からの所得税 30％を SECAP に配賦し、先住民や障害者といった 23 の優先セク

ターの訓練に充てている。高等教育に係る法律改正の結果、SECAP は高等（短大）レベ

ルの訓練コースを行わないこととなった。

→  SECAP の役割についてうかがいたい。高度技能訓練はどこが所掌することになるのか。

（熊谷団長）

→ 社会的弱者への訓練は SETEC の予算を用いて SECAP が行う。他方、産業界のニーズに

沿った高度な技術訓練については SETEC が所掌し、どこに担わせるか決めていく。こ

うした訓練は SECAP のような公的機関だけではなく、多くの民間企業によっても行わ

れているものなので、SECAP が（よりニーズに沿った訓練を実施できるよう）競争力

をもっていくことが重要。（Marcos 長官）

（補足：SETEC として今後 SECAP における新規の（学位は取得できない）中長期コー

ス実施を妨げるものではないものの、そちらには SETEC からの予算が配賦されないた

めあまり関心を払っている様子はない。）

③ 　産業界のニーズは常に変化しており、常に動向を把握しておく必要がある。例えば現在

の機械工には PC 操作など以前は必要とされなかった知識が必要となっているし、工場の

生産ラインリーダーには英語などの言語能力が求められる。社会投資に見合った職業プロ

ファイルが必要である。古い機材を大切に使っていても意味はない。また、将来のニーズ

を見越した人材育成も同時に行う必要があると考える。

→ 同意見である。ニーズを機敏に察知するためには現場での課題と域内市場の状況を知る

ことが重要と考える。本プロジェクトでは SENAI の協力を得て実践的な職業プロファ
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イル作成のノウハウを学んだ。ぜひ今後も実践的なプロファイル作成について訓練部門

をもつ SECAP と幅広いネットワークをもつ SETEC 間での協力を強化してもらいたい。

（清水）

→ 了解。SETEC ではコンピテンシーに基づいた訓練を進めており資格基準を作成してい

る。例えばエクアドルには 4 万人の警官と 6 万人の民間警備員がいるが、彼らは交通整

理に関する訓練を受ける機会がなかった。SETEC では必要なコンピテンシーを精査し

たうえで年間 1 万 5 千人ほどに研修を実施している。一例を挙げると、これらの人材は

観光客に道を聞かれることも多いが、「知らない」と済ませるのではなく、正確な案内

をする、道を調べる、など適切な対応ができる「コンピテンシー」が求められる。この

ように職務遂行に必要な知識・技術を用いて、良い対応ができる人材を育成しなければ

ならない。

④ 　SETEC ではその他人材育成に係る小～中規模の融資を行っている。これは生産マト

リックスにおける観光、医療品産業といった 14 の優先セクターを対象としたものや、地

方との協力を前提としたものなど、さまざまなスキームがある。

５．Marcos 長官より飯田団員に対して、日本におけるコンピテンシーの概念に対する質問

（１ ）職業訓練と教育の違いについては明確に線引きするのが難しい部分もあるが、概念的には

成長過程における学習段階（教育）と能力別の技能習得（コンピテンシー）という考え方が

できると思う。教育においては初等教育から中等、高等と成長段階において順を追って積み

重ねていくことが求められるが、技能に特化した訓練というものは年齢を問わず、一つの技

能、一つの分野に対する知見を学ぶことができる整理になっている。これらコンピテンシー

に基づいて組み合わせた訓練であれば、その順序を入れ替えても成立することが大きな特徴

といえる。（飯田団員）
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JCC 議事録

１．面談者

Paulina SECAP 総裁（プロジェクトディレクター）

（Fernando 局長はじめ関係者が同席）

２．面談日時

2013 年 11 月 13 日 16 時‐17 時　於　SECAP 本部

３．当方参加者

熊谷団長、飯田団員、清水団員、菊池専門家、岩永企画調査員、鈴木通訳

４．面談概要

（１）Fernando 局長より JCC 開催の挨拶

（２）Fernando 局長よりミニッツに基づき調査結果について説明（付属資料１．M/M 署名版参照）

① 　今回の調査結果についていくつか質問したい。われわれとしては持続性という観点を本

案件のみならず政策レベルにおいて重視している。職業訓練は国家開発計画において重視

されている分野であり、SECAP には十分に予算も配賦されている。そして ISO 導入など

に基づいた組織強化にも努めている。調査結果ではこの点についてあまり評価がなされて

いないようにみえるが、どういった変数がかかってこうした評価になっているかうかがい

たい。（総裁）

→ 持続性について正負両方の情報を記載している。予算面で十分な継続性が担保されてい

る点は評価できるが、技術面・組織面では頻繁な人事異動がプロジェクト成果の発展に

おいて課題となる点は記載しておく必要がある。政策面の持続性ももちろん見るが、こ

ちらは妥当性で高く評価している。（熊谷団長）

→ まずご理解いただきたい点として、今回の調査結果は他案件と比較しても良好なもので

ある。特に有効性やインパクトで正の成果が多く、そちらと比べると相対的に持続性の

ネガティブな文面が目立ってしまうのかと思う。（清水）

→ 国家計画において職業訓練が重要である＝ SECAP の持続性が担保されているという点

について、日本のエピソードをご紹介したい。日本において職業訓練の重要性があるに

もかかわらず、私が所属していた能力開発機構は政府の判断によって廃止となった。し

かし、JEED と統合して機能を存続することができたのは民間企業から機構が果たす人

材育成の役割に対して要望があったことが大きい。しっかりと民間のニーズに基づいた

訓練を行っていくことが重要である。（飯田団員）

→ エクアドルにおける職業訓練の重要性は政党レベルのものではなく、国家開発の中に

しっかりと位置づけられたものである。学卒資格を付与できる中長期コースは廃止とな

るが、certificate を発行するより専門的なコンピテンシーに基づいた訓練を行う予定であ

る。（総裁）

→ 先にも調査団から述べたとおり、今回の調査結果は概して良いものであるとわれわれは
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認識している。もともと当方の原案でも、この部分は、中程度か比較的高いかで迷い、

両方記載しておいたという事情もある。本評価は合同評価であり、もしこの点が現在の

文言で趣旨が伝わらないのであれば、エクアドル側の意見に基づき文面を修正したいと

思う。（熊谷団長）

（両者了解のうえでミニッツの文面を修正）

（４）SECAP 総裁、調査団長によるミニッツの署名（付属資料１．M/M 署名版を参照）
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１．面談者

Ivan 労働関係副大臣（大臣代行）

Xavier 労働関係省事務次官

２．面談日時

2013 年 11 月 14 日 9 時 30 分‐10 時 30 分　於　労働関係省

３．当方参加者

熊谷団長、飯田団員、清水団員、菊池専門家、岩永企画調査員、鈴木通訳

４．面談概要

（１）熊谷団長よりミニッツに基づいて調査結果概要報告（付属資料１．M/M 署名版参照）

（２）副大臣より所感

① 　提言部分について、人材の確保にかかる項目など SECAP 総裁の承認は得ているか？

→ 人事異動については政府の方針であることは調査団でも認識している。SECAP で対応

できる範囲はどこまでなのか、SECAP も認識している。この項目は SECAP の責任範囲

において努力してほしい旨を記載したものである。（熊谷団長）

② 　効率性について、総裁の交代が正のインパクトをもたらしたとあるが、実際のプロジェ

クト活動はもっと事務方レベルで行われたところ、あまり総裁交代は影響がないのではな

いか。

→ ご指摘の点はもっともである。ただ、現総裁が来られる前は人事交代が非常に頻繁であ

り、プロジェクト活動のカウンターパートも定まらない時期があった。組織はトップの

影響を大きく受けるが、現総裁が来られてからは組織全体の本案件に対するコミットメ

ントがさまざまな形で改善されており、表記のような記載となっている。（熊谷団長）

③ 　これでプロジェクトは終了するが、専門家帰国後、今後 JICA とのコンタクトはなく

なってしまうのか？

→ 専門家は 12 月で帰国するが、プロジェクトが終了したとしても JICA 支所があるので何

かあれば支所にコンタクトをお願いしたい。（熊谷団長）

④ 　われわれとしては今後も JICA との協力を継続したいと思うが、現地大使館員とのやり

とりなどを通じてその希望が叶えられる可能性は低いと察している。しかし、エクアドル

政府として、日本との友好関係は重要であるところ、今後その枠組みの中で何か協力でき

ることがあればぜひサジェスチョンが欲しい。

→ 今日の ODA をとりまく趨勢からみて、今後エクアドルにこれまでと同じような協力を

続けることができず申し訳なく思う。こうしたつらい気持ちは何とか協力を行いたいと

考える一方で、自らが決して希望しているわけではない本邦側の趨勢を伝えなければな

らない現地大使館、支所が一番感じているものと思う。大使館員も決して協力に消極的

なわけではない。現在、日本の経済状況にもかんがみ、エクアドルでも実施しているデ

ジタル TV の導入やペルーでの鉄道円借款など日系企業進出に関係する事業に関しては

採択時の後押しも大きい。一方で貧困削減などの観点での協力も引き続き重視している
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が、それらは、どうしても GNI の高い中南米の国々はアフリカ諸国に比べて相対的に

プライオリティが後になってしまう。こうした状況をご理解いただきたい（熊谷団長）

→ 状況は承知した。（Ivan 副大臣）

→ 自分は先日まで本部中南米部で勤務しており、少し本部側の動きについて説明させてい

ただきたい。中南米部では民間連携に力を入れており、投資を呼び込むべくさまざまな

対応を行っている。例えばエクアドルであれば生産マトリックスを企業にアピールする

ことで興味をひきたいと考えている。まだ慎重に検討している状況であるところ具体案

にはなっていないが、検討は進めている。（岩永企画調査員）

→  JICA がエクアドルへの協力をやめるわけではない。協力協定も結ばれており、岩永か

ら説明があったとおり、支所・大使館も含めて協力の維持・拡大の努力を続けている。

今後、日系企業の投資が入れば、適切な人材育成が必要となる。こうした取り組みの結

果、近い将来再び人材育成に注目が集まることも十分考えられる。同じ形での協力継続

は難しいからもしれないが、両国の良い関係は今後も続いていく。本案件についても終

了するが、現総裁の良いイニシアティブの下、成果を活用していってもらえると思う。

（菊池専門家）

→ これまでの協力には大変感謝している。われわれの対話の扉はいつでも開いているの

で、ぜひ今後も対話を続けていきたい。（Ivan 副大臣）
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１．面談者

①　小瀧駐エクアドル大使

②　熊倉一等書記官

２．面談日時

2013 年 11 月 14 日 15 時‐16 時　於　在エクアドル日本大使館

３．当方参加者

熊谷団長、飯田団員、清水団員、菊池専門家、岩永企画調査員、鈴木通訳

４．面談概要

（１）熊谷団長より挨拶及び調査結果報告説明

（２）小瀧大使より所感

① 　調査を実施してもらい感謝。ミニッツや調査結果報告では比較的良い評価、と記載され

ているが、当方としては非常に良い成果を収めた案件だと理解している。本邦においても

ぜひその成果は発信してもらいたい。議員団が訪問した時も会計検査院からも大いに評価

された。今後の協力について、後継案件がないという理解であるが、前向きに何らかの協

力を検討してもらえると幸いである。

→ いただいたご意見は大変ありがたい。一方で ODA をとりまく状況や中南米に対する協

力の相対的な状況を考えた時、技術協力含むグラントにこれまでのような大きな投入を

継続することは難しい。ただし、これまで長年にわたって構築してきた協力関係が途絶

えないよう、比較的融通が利くフォローアップやシニアボランティアの派遣を検討でき

ればと思う。（熊谷団長）

→ シニアボランティア派遣については同意見。（小瀧大使）

→ フォローアップのスキームは先方の要請を取り付ける必要があるか？（熊倉一等書記官）

→ シニアボランティアのなかには高い知見を有する民間退職者がおり、エクアドルの状況

に合っている。フォローアップについては現在ちょうど、先方の「なんらかの要望の文

書」をとるか否かなど制度見直しについて JICA 内で議論があるところだが、従来の手

続きでは必要なし。いずれにしても、統一要望調査による要請ベースではない。（熊谷

団長）

② 　エクアドルのポテンシャルについて、民間企業関係者（トヨタ）に話を聞くと、まず人

材のレベルの高さと勤勉さを挙げていた。次に日本企業進出の可能性について、現在エク

アドルではプラスチックや繊維分野の製品を多く輸入に頼っており、質も値段も高いアメ

リカ製と、値段は安いが質も低い中国製が主に市場に出回っている。ここで知見をもった

日系の中小企業が進出すれば中間層のシェアを相当程度獲得できると思う。また、エクア

ドル単体での経済規模は大きくないが、Pacific Alliance やアンデス同盟という域内規模で

見たとき、経済状態が良いコロンビア、ペルーと一体のバリューチェーンと見ることがで

き、製造業などにも可能性が見いだせる。生産マトリックスに沿った形での協力可能性は

あるのではないか。
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③ 　エクアドルにおける職業訓練については世界議員団から高い評価を受けるなど実績があ

る。エクアドル政府も職業訓練を重視しており、人材育成の域内拠点もしくはテクニカル

センターとしての役割も期待できるのではないか。また、SECAP の訓練校は、先日行わ

れた会計検査でも高い評価を得ている。

→ ペルーやコロンビアの民間企業で SECAP 訓練校卒業生が就労している例は数多い。（菊

池専門家）

④ 　本案件の前フェーズでは社会的弱者支援に重点を置いていたが、エクアドルは世界有数

の難民受入れ国である。こうした取り組みは JICA の協力方針にも沿うのではないか。

→ これほど C/P や本邦関係者に協力が評価されている中で次の協力を明言できないのは忸
じく

怩
じ

たる思いである。先にも述べたが、中南米をとりまく大きい流れがあるため、C/P に

も期待させるような返答をしていないが、今後の方針如何。また、民間連携や中小企業

進出などの切り口で本地域に注目が集まった際にはこれまでの協力資産・信頼関係を活

用して協力をぜひ行えればと思う。（熊谷団長）

（３）関連情報

① 　外務省南米課長が 12 月にクエンカ職業訓練センターを訪問する予定。
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１．面談者

松山 JICA エクアドル支所長、岩永企画調査員

２．面談日時

2013 年 11 月 14 日 18 時 30 分‐19 時 30 分　於　JICA エクアドル支所

３．当方参加者

熊谷団長、飯田団員、清水団員、菊池専門家、鈴木通訳

４．面談概要

（１）熊谷団長より調査結果報告説明

（２）飯田団員より調査所感

① 　これまで JICA が供与した機材は適切に活用されており、協力を通じて開設されたコー

スも問題なく運営されている。しっかりと成果が根付いている印象を受けた。ただし、良

くも悪くも協力を行った当時のものをしっかり使っている、というところもあり、新しい

ニーズに SECAP が今後どのように対応していくか、課題が残る。

② 　フォローアップなどで今後考えられる取り組みとして、訓練コースが内容を伴ったもの

かどうか課題レベルからのコース見直し、診断方法の指導や、今後本プロジェクトを通じ

て作成されたカリキュラム及び教材を用いた新規コースのモニタリング・評価といったも

のが考えられる。成果が現場レベルでの取り組みにどう反映されるか、じっくり見てみた

い。

（３）プロジェクト機材について

① 　プロジェクトの終了前に専門家が帰国することとなるが、携行機材の引き渡しは来年 3
月のプロジェクト終了時か。（松山支所長）

→ 携行機材は本部のみならず各訓練校にも供与しているので、詳細は自分がいる間に整理

した方がよいかと思う。12 月の帰国前にインベントリーを作成して相手と取り交わし

たい。（菊池専門家）

（４）今後のエクアドルにおける本分野の取り組みについて

① 　情報共有までに、労働関係副大臣へ ODA をとりまく現状と同分野の協力を行う難しさ、

そして現地大使館、支所が置かれている立場の難しさをお伝えしている。（熊谷団長）

→ 今後の取り組みについては政策協議を通じて検討する予定。（松山支所長）
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（別添資料３．前プロジェクト作成資料より抜粋） 
 

第 5 章 エクアドル国における教育システムと職業訓練 

1. 学校教育システム 

エクアドルでは、学校教育である初等教育と中等教育は教育省、高等教育は国家高等教育科学技

術庁（SENESCYT）そして職業訓練は職業訓練庁（2011年3月に新設、以前は労働関係省）が管

理している。なお、初等教育、中等教育及び高等教育の現状は次のとおりである。 

（１） 初等、中等教育の現状 

1996年に教育制度の改革が行われ、初等教育6年間に前期中等教育（中学校）3年間を加えて9年

間の基礎教育課程とした。その後、就学前の1年間を加え、初等教育6年間、前期中等教育課程3
年間（中等教育課程の中では基礎課程（ciclo básicoと称される）の計10年間が一般基礎教育課程

となっている。 

その後、入学する日本の高等学校に相当する後期中等教育に入学することになるが、「多様化コー

ス（ciclo diversificado）」に入り、教養、科学、技術の3分野の何かを選択しなければならない。現在

は、一般統合課程（BGU）（Bachillerato General Unificado ）か、科学専攻に技術分野を組み入れ

た多分野課程という選択肢も新たに加わった。技術分野の課程については、更に工業、農牧業、商

業・サービス業に分けることができる。多様化コースは、①前期中等教育修了者向け短期課程（1-2
年）（carreras cortas post-ciclo básico）と②3年間の課程に二分される。なお、2008年憲法では、

基礎教育課程だけでなく、就学前教育及び後期中等教育、或いは（後期中等教育）相応の教育に

ついても義務付けられた（憲法第28条）。 

後期中等教育課程の卒業時には、選択した専門科目に応じて、後期中等教育卒業資格

（bachillerato）が付与され、希望者は、高等学校卒業者用課程（ciclo de post-bachillerato）として、

技術専門学校や教員養成機関、或いは大学等の高等教育課程に進学することになる。 

他方、当国では、スペイン語だけでなくキチュア語による二言語教育の学校が存在するが、現在で

は教育省の異文化間二言語教育局（DINEIB）が担当している。 

（２） 高等教育の現状 

エクアドルにおける高等教育は、大学、ポリテクニカ（工科大学）及びテクニコ・テクノロゴ高等学院

により構成され、設立においては大学とポリテクニカは国会、テクニコ・テクノロゴ高等学院は国家

高等教育化学技術庁の承認が必要である。 

他方、教育レベルでは、大学とポリテクニカルが担当する学士課程が4～6年、修士課程が1～3年

及び博士課程2～4年となっており、テクニコ・テクノロゴ高等学院が担当するテクニコ・コースは2年、

テクノロゴ・コースが3年となっている。テクニコ・テクノロゴ高等学院が、提供する訓練コースは後述

する職業訓練と同様に生産分野において従事できる実践的な内容になっている必要がある。 
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【エクアドルの学校教育システム】 
管轄機関 システム 形態 レベル 学位 期間 学校の種類 管轄 

教
育
省 

基礎教

育課程 
就学 

正規教育 
特別教育 
社会人教育

芸術養成 

就学前教育   公立校 
Fiscomisional12

市立公 
私立校 

ス
ペ
イ
ン
語 

異
文
化
間
二
言

語 

一般基礎教育  10 年 

後期中等教育
高等学校卒業資格

（Bachiller） 
 

3 年 
非就学 生涯庶民教育 

 

国
家
高
等
教
育
科
学
技
術
庁

（SE
N

E
S

C
Y

T

）* 
 高等教育 

 

 
中級技能者 
 

技術課程 
上級技術課程 
教職資格 

2 年 
3 年 
3 年 

工科学校、高等

技術専門機関
13、  
教員養成機関 

 

第 3 レベル 学士（Licenciatura）

或いは相当の学位 
4-6 年 

大学 
  

第 4 レベル 
 

各専門職に応じた称

号（Especialista） 
修士号（Master） 
博士号(Doctor） 

1-3 年 
 

1-3 年 
2-4 年 

大学院 

  

出所：”Datos Mundiales de Educación VII Ed. 2010/11” (versión revisada), UNESCO-IBE, Julio 2010、P8 のデータを基に作成。 
<http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Ecuador.pdf> 
     *旧国家高等教育審議会（CONESUP） 
 

２. 職業訓練システム 

今年 3 月に公布された大統領令第６８０号によると、新職業訓練システムは「職業訓練合同委員会」、

「職業訓練庁」（SETEC、旧 CNCF)、「職業訓練諮問委員会」、「職業訓練機関」及び「職業訓練受益者」

により構成されている。なお、「職業訓練機関」は労働関係省管轄の職業能力機構（SECAP）や民間訓

練機関（２００８年の CNCF 認定の民間訓練機関は９２機関に及ぶ）により構成される。 

【エクアドルの職業訓練システム】 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                            
12

国公立校、国による出資を受けている宗教法人が運営する学校 
13 高等教育組織法第118条a)(2010年10月12日付補足官報第298号)によれば、高等教育の水準の一つとして、大学・大学院の他に、

上級テクニコ・テクノロゴのレベルも含まれている。テクニコにはソーシャル・ワーカーの資格やテクノロゴには看護士、監査官等の資格も

含まれる。 
 

職業訓練庁（SETEC） 

公的訓練機関 
SECAP

職業訓練合同委員会 

職業訓練諮問委員会 

民間訓練機関
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第 6 章 エクアドル国における産業と職業訓練 

1. 産業と職業訓練 

（１）産業人材育成に係る過去の政策 

第 2 章 1．（2）では、過去 11 年間のうち製造業が成長してきたことを見たが、高まる産業人材育

成のニーズに対して、2000 年以降、政府は如何なる政策をとってきたのだろうか。次表に、2000
年以降に発足した政権下で発表された開発計画で掲げられた政策を時系列的に要約する。 

ノボア政権 
（2000 年 1 月～2003 年 1 月） 

2000 年 8 月に発表した「政府計画 2000 年～2003 年」の中で、国内産

業の生産向上を促進するための戦略として、工業分野での人材育成と

競争力の強化を図ることとし、産業界の人材の需要に応えるため技術者

育成及び職業訓練レベルの改善が掲げられた。 

グテシエレス政権 
（2003 年 1 月～2005 年 4 月 

2003 年 8 月に発表した「複数年政府計画 2003 年～2007 年」で、５つ

の活動方針を掲げ、その一つである「貧困及び失業との闘い」と「競争力

を高めるための生産の改善と生産性の向上」の中で、職業訓練の改善と

職業能力開発を通じた人的資源の開発を重点課題の一つに挙げ、取り

組みを行ってきた。 

パラシオ政権 
（2005 年 4 月～2007 年 1 月） 

2005年5月に発表した「国家再建計画2005‐2007」の6つのテーマの中

の「経済政策」及び「人的資源の強化」において、国内産業の生産性向

上と職業能力の開発が重要な課題として掲げられた。 
 

（2）コレア政権下の産業人材育成・雇用政策 

（イ）コレア政権（2007年1月～） 

 2007 年１月に発足した現コレア政権の国家開発計画としては、国家開発計画（2009-2010）（2007
年 9 月発表）と、2008 年憲法に基づいた国家開発計画（2009-2013）がある。両開発計画共に 12
の戦略と、12 の目標が掲げられ、政策に対応する目標値が具体的に設定されている。 

国家開発計画（2009-2013）では、労働・雇用、人材育成のテーマで以下の戦略、目標、政策が設

定された。なお、コレア大統領は過去の経済政策を新自由主義に基づくものであり、社会的不平等

さを深めていったと批判し、権利の完全な行使を通じた労働者の尊厳への尊重や雇用構造の非均

質性の是正を強調している。以下は、同計画における人材育成・雇用に係る戦略・目標・政策であ

る。 

【国家開発計画（2009-2013）】 
項目 人材育成・雇用に係る戦略・目標・政策 

戦略

戦略 9. 権利と正義に基づく立憲国家の枠組みの中での包摂、連帯的社会保護及び権利の保障 

目標・政策 

目標 2 国民の能力と潜在力を向上させる。 

 政策 2-4 ジェンダー、世代、異文化性に焦点を当てた人材育成・養成プロセスを構築する。 

  

目標 6 多様な形態の中で安定した公正で尊厳ある雇用を保障する。 
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政策 6-5 
雇用を維持し、新規雇用の創出と不完全失業率・失業率の段階的削減を促進するような経済

活動を推進する。 

政策 6-6 安全で健全且つ差別をしない包含的な環境にやさしい労働条件と環境を促進する。 

政策 6-7 職業訓練プロセスを促進する。 

  
目標 12 Buen vivir のための民主国家の建設 

政策 12-5 質の高い適切で継続した範囲の広い公共サービスの管理を促進し、規制メカニズムを強化す

る。 
  
（ロ）職業訓練関連政策 
 
また、国家職業訓練審議会（CNCF、2011 年 3 月に SETEC に移管）は、国家開発計画の上記目

標・政策に基づき、職業訓練に係る具体的な政策を「国家職業訓練政策（2010-2013）」（Política 
Nacional de Capacitación y Formación Laboral）として発表した。 

最初に、国家職業訓練政策の基本理念は、当国の人的・生産的開発を支援するような効率的な公

共サービスであり、①参加、②公正さ、③アクセス、④職業訓練の質、⑤人材育成の需要と供給の

妥当性と一貫性、⑥経済セクターとの連結、⑦地域・地元開発、⑧透明性と説明責任の 10 の原則

から成る。また、分野横断的なアプローチとして、ジェンダー、異なる世代、異文化性、環境保護・擁

護及び社会的弱者の観点を定めている。なお、ここで言及されている職業訓練の実施主体は、公

的機関である SECAP に限らず、CNCF 認定の民間職業訓練機関も含めたものである。 

 国家職業訓練政策の具体的な目標と政策は次のとおり。 

【国家職業訓練政策で掲げられた具体的目標と政策】 
No.                                                             全体目標 

国家職業訓練政策は、国家職業訓練システムの枠組みの中で、包摂と公正さが実践を伴いながら、エ

クアドルにおける生産・社会分野での国民の人的開発に貢献することを追及する。その際には、ジェン

ダー、異文化性及び環境の各面、障がい者に対するケアという側面を配慮しなければならない。 

具体目標 

1. 
供給を需要と結びつけ、労働能力毎のアプローチを確立するような職業訓練への投資を通じた

雇用適性のレベルの向上と、安定した公正で尊厳ある雇用の確保に貢献する。 

2. 
能力別職業訓練を受講する労働者のスキル・技能の向上を通じて、当国の生産セクターの競争

力の水準を引き上げに寄与する。 

3. 
各種グループのニーズ、及び（計画）地域・地元・セクターの潜在的可能性に対応しながら、職業

訓練の範囲と質の達成を保障する。また、国家職業訓練システムの制度性を保障し強化する。 

政策 

1. 
公共・民間部門の機関の能力と、国家職業訓練システムを構成する機関の間の連携メカニズム

を強化する。 

2. 
経済活動人口（EAP）及び社会的弱者に向けられた労働能力のアプローチをもって、職業訓練を

推進し、刷新する。 

3. 能力、スキル、技能、姿勢に関する公式な認定を通じた、EAP、社会的弱者及びコミュニティの生
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産システムへの包含を促進する。 

4. 
連携して継続する形で、質の高い且つ適切な、当該セクターのニーズと計画地域の潜在性可能

性に一貫するような職業訓練サービスを持続可能な方法で促進する。 

5. 
雇用適正、生産性及び共同性（asociatividad）の水準の引上げに資するような職業訓練プロセス

を通じて、国民連帯経済を促進する。 

6. 
全ての計画地域における国家職業訓練システムに対する EAP と社会的弱者のアクセスを容易

にする。 

7. 国家地域開発戦略に結びついた生産分野の起業に寄与する。 

8. 国家職業訓練システムの強化のための国際協力活動にインセンティブを与える。 
 
続いて、CNCF は、国家開発計画の目標 2、6、12、及び上記政策に基づき、国家職業訓練システ

ムを構成するアクター（労働者、社会的弱者、企業家、職業訓練実施機関、指導者他）との対話14で

得 ら れ た 提 案 を 組 み 込 む 形 で 、 「 職 業 訓 練 国 家 計 画 （ 2010-2013 ） 」 （ Plan Nacional de 
Capacitación y Formación Profesional）を発表した。同プランの政策方針は以下のとおり。また、

これに並行し、17 の戦略が掲げられている。 

【人材育成・職業訓練プランの目標・政策方針】 
No.                                                      全体目標 

1. 
経済活動人口（EAP）及び社会的弱者を対象とする職業訓練への投資を効率的に実行するような構造

的・政策的・戦略的なガイドラインをもって、国家職業訓練システムを実施・支援する。また、社会的・経

済的・包摂的で公正な発展、且つ自然との調和の中での発展に寄与し、Buen vivir を目指す。 

2. 
職業訓練への投資を通じた雇用適性のレベルの向上と安定した公正で尊厳ある雇用の確保に貢献す

る。 

3. 
排除・差別を行うことなく、継続的な投資のための資金調達を伴う人材育成・職業訓練メカニズムを通

じて、持続可能な連帯経済システムの確立に寄与する。 

具体目標 

1. 
地域開発アプローチの下で能力別の人材育成・職業訓練に資金調達することを通じて、労働者のスキ

ル・技能を向上させることに寄与する。 

2. 
社会的弱者、非自営・自営労働者を対象とする特定されたセクター別ニーズに関する職業訓練プログ

ラム・メカニズムの提案を展開・実施する。 

3. 
特定されたニーズと共に提供されたサービスに対応できるよう、需要に応じた職業訓練の供給を方向

付けるためのメカニズムを発展・実施し、労働能力別アプローチを確立する方向に導く。 

4. 労働能力別の職業訓練システムの設計・実施のための方針を確立する。 

5. 職業訓練の受講者のパフォーマンスと職業訓練活動の実施から生じるインパクトを評価する。 

6. 職業訓練の質を確保する。 

7. 人材育成の文化を強化するための職業訓練に係る活動・結果を社会に普及する。 

 
なお、国家職業訓練プランでは、生産・社会セクターの優先順位についても明記している。これによ

れば、生産分野については、政府によって定義付けられた 10 の分野として、①観光、②インフラと

ロジスティックス、③アグリビジネス（果物及び野菜）、④花、⑤林業と木材、⑥ソフトウェアとコンサ

                                                            
142009 年 11 月から 2010 年 1 月にかけて全国 14 都市でワークショップが実施された。 
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ルタント業務、⑦養殖、⑧バイオ燃料、⑨機械金属、⑩漁業と派生品を確立している。これに加え、

生産・雇用・競争力調整省が分析を行い、職業訓練を実施すべき投資分野の優先順位として、①鉱

業と水資源、②革・靴、③繊維の 3 分野を定めている。 

更に、地域についても、国家開発計画 2009-2013 年に基づき 7 地域に分け、各地域における重点

分野を設定している。 

計画地域 対象県 地域別重点分野 
計画地域

1 
エスメラルダス、カルチ、イン

バブラ、スクンビオス 
観光、商業、安全保障、零細企業、漁業・養殖、農業、牧畜業、

工業、手工業、サービス業、金融 
計画地域

2 
ピチンチャ、ナポ、オレジャ

ナ 
鉱業・水資源、林業、観光、アグリビジネス、農牧業、工業、商

業、サービス業、教育、保健、環境、石油 

計画地域

3 
コトパクシ、チンボラソ、トゥ

ングラウア、パスタサ 

教育、都市開発、観光、農牧生産、手工業、アグリビジネス、持

続可能な開発、灌漑、金融サービス、製造業、工業、農産加工

業、牧畜業、林業、漁業・養殖 
計画地域

4 
マナビ、サント・ドミンゴ・デ・

ロス・サチラス 
漁業、サービス業、農産加工業、農牧業、工業、観光、商業、手

工業 
計画地域

5 
ボリバル、グアヤス、ロス・リ

オス、サンタ・エレナ 
石油、観光、農業、サービス業、金融、アグリビジネス、商業、零

細企業、 

計画地域

6 
アスアイ、カニャル、モロナ・

サンチアゴ 

農牧業、金融、零細企業、商業、観光、サービス業、住宅、統合・

組織、環境・天然資源、手工業、基礎サービス、農産加工業、牧

畜、養鶏、漁業・養殖 
計画地域

7 
エル・オロ、ロハ、サモラ・チ

ンチペ 
農業、牧畜業、鉱業、観光、工業、手工業、商業、サービス業、漁

業・養殖 
 
２．社会的弱者と職業訓練 

（1）過去の政権下の社会的弱者支援 

コレア政権が発足する前までは、貧困削減に資する生活水準の向上やインフォーマル・セクターの

労働者の能力向上を目的とした職業訓練・技術教育は十分に実施されておらず、対象者を社会的

弱者の各グループに特化した職業訓練に関連する包括的なプロジェクトやプログラムも存在しなか

った。かかる状況下、貧困層を構成する障がい者、高齢者、コロンビア難民等の社会的弱者の多く

が、職を得るための技能がないために、雇用機会を逃したり、貧困状態から抜け出せないものも多

くいたのが実状であった。 

（2）コレア政権下の社会的弱者支援 

政府は、社会的弱者が職業技能を習得し、生計を向上できるよう SECAP の機能強化を通じた社

会的弱者の職業訓練サービスへのアクセス向上を重点課題の一つとして掲げた。コレア政権は、

2007 年 3 月 27 日付大統領令第 221 号を通じて、SECAP が社会的弱者に対する基礎技能訓練を

実施することを予算面で規定し、CNCF が徴収する労働税の 30％を SECAP が実施する社会的弱

者のための無料訓練コースに充てることになった。また、憲法に基づき、①若者、②妊婦、③障がい

者、或いは④自然災害の危機に晒されている者、⑤失業者、⑥不完全失業者、⑦職人及び見習い、

⑧収監者、⑨零細農民及び⑩雇用関係を持たない農村コミュニティのメンバー及び⑪家庭内サー

ビス就労者を社会的弱者として定めた。 
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また、2011 年 3 月に公布した大統領令第 680 号で前述の労働税の 30％を他の公的・民間職業

訓練機関が実施する社会的弱者・庶民のための無料訓練コース実施に利用できる一方、同セクタ

ーの職業訓練に要する予算を国家予算でも確保できるよう法整備を行っている。 

 

３．職業訓練分野における今後の課題 

（１）職業訓練システムの機能強化 

前述の大統領令第680号で第5章の「エクアドル国における教育システムと職業訓練」で述べた新職

業訓練管理システムを構築し、全ての公的・民間職業訓練機関が国の監督下におくための法的整

備を行ったものの、未だ機能発揮までには至っていないのが現状である。早急に同システムを確立

し、現在及び将来の技術・技能ニーズを的確に把握し、それに基づいた技能向上と就業拡大のた

めの政策と計画を立案する必要がある。 

（２）職業訓練における調査研究開発能力の強化 

地域社会経済、労働者、産業界の多様なニーズを的確に掴み、適切な対応を施すために、職業訓

練の調査、研究、開発のための体制を整備し、その能力を強化することが望まれている。それによ

り、産業構造の変化や技術革新等に伴う訓練ニーズの変化に対応した技能者の育成が達成できる。 

（３） 能力評価制度の整備 

各公的・民間職業訓練機関が実施する職業訓練や実務経験を通じて習得された職業能力の評価

のため、早急に「職業能力評価制度」を導入するとともに、客観的かつ公正的な評価基準の整備が

必要である。これにより、社会的弱者を含む労働者の技能と地位の向上を図る必要がある。 

（４） 実践的な職業訓練システムの開発 

新設された「職業訓練庁」の役割の一つに「職務分析に基づくカリキュラム開発手法」の策定が掲げ

られており、同開発を職業訓練機関、企業、労働者と調整し早急に策定し、同手法に基づいた職業

訓練の実施を各職業訓練機関に指導することが急務となっている。 
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第７章 エクアドル職業能力開発機構（SECAP） 

１． 法的位置づけ 

SECAPは、1966年に製造業、商業、サービスの労働者及び中間管理者の育成を目的として創設

された独立行政法人で、労働者の訓練、資格付与及び認定を行っている。国内において公的機

関として唯一工業分野と社会的弱者向けの職業訓練コースを提供している職業訓練機関である。 

 以下に、時系列的にSECAP創設後から現在までの流れを概観する。 

年 主な出来事 
大統領令 No. 

公布年月 
政権 

1966 
製造業、商業、サービスの労働者及び中間管理者の育成を目的と

して、社会予防・労働･保健省（当時）の管轄機関として創設。 

大統領令 1207 号 
1966 年 10 月 

インダブル

暫定政権

1978 
「労働・社会福祉省の管轄下にある公的な法人格を有する団体」

（日本での政府関係特殊法人に相当）と位置づけが変更。 
大統領令 2928 号

1978 年 10 月 
軍事政権

1997 
行政改革一環として SECAP を民間訓練施設と競合させるために

公益法人化を求める大統領令を発布。 
大統領令 1106 号 

1997 年 7 月 
ドゥラン・バ

ジェン政権

1999 SECAP を「民営化」対象機関に含める旨発表。  マワ政権

2000 

民営化促進のための「投資促進・市民参加法」（通称トロリー法 II）
第 165 条の発効により、職業訓練資金の使途が新制度に対応す

るよう変更。 
※法律発効前：公共・民間部門の労働税（全労働者の給与の

0.5％）が SECAP に一元的に交付。 
法律発効後：公共部門の労働税が SECAP に、民間部門の労働

税が CNCF に交付。 

 
2000 年 8 月 18
日付官報追加版

第 144 号 
  

ノボア政権

 

2001 
民間を含めた職業訓練機関の認定、訓練需要の調整、職業労働

税の認定機関への配分を目的に国家職業訓練審議会(CNCF)が
創設※。2002 年 2 月より活動開始。 

大統領令 1821 号

2001 年 9 月 

2001 
近代化プロセス法を SECAP にも適応することとして民営化を撤

回し、公的機関として存続する。 
大統領令 1976 号 

2001 年 10 月 

2004 SECAP 本部と傘下の職業訓練センターの組織を変更。 SECAP 議決 
グティエレ

ス政権 

2007 

社会的弱者に対する無料コースの実施が決定。同コース実施予

算として CNCF の労働税としての収入の３０％を SECAP 実施の

無料訓練コースに充当することが決定。 

大統領令 221 号

2007 年 4 月 
 

コレア政権

CNCF が創設された日付（2001 年 9 月）から 2007 年 3 月までに

CNCF が徴収し、消化されていない予算の 30％を SECAP が実

施する在職者向け（労働税を納めている企業の労働者）の向上訓

練と社会的弱者のための無料訓練コースに充てることが規定。 

大統領令 280 号

2007 年 4 月 

 

2009 
国家職業訓練システムの変更、CECF の権限、業務の変更、労働

税の配分が変更される。 
大統領令 1509 号

2009 年 1 月 
 

2011 
職業訓練庁（前 CNCF）、職業訓練諮問委員会及び職業訓練諮問

委員会から成る新国家職業訓練システムの確立。 
大統領令 680 号

2011 年 3 月 
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２． 組織と財政 

（１）組織概要 

SECAPは、前述の通り労働関係省管轄の公的機関であり、本部には最高意思決定機関である理

事会が設置されている。同理事会は、労働関係省、経済財務省、教育省、企画開発庁、工業生産

省、労働組合連合会、商工会議所の代表により構成され、理事長は労働関係大臣が務めている。

労働関係省内にはSECAPを管理監督する部署は無く、労働関係大臣が直接監督している。 

2003年末に、以前の従来型組織形態からプロセス・マネジメント型のフラットな組織に改編され、本

部執行部署は総裁室、企画部、総務財務部、人事部及び法務部の5部署になった。現在、業務の

効率化と機能強化のために企画部を「企画部」と「技術部」に、総務財務部を「総務部」と「財務部」

に分ける方向で組織改正を検討している。また、「国家開発計画2009～2013年」に基づき事業実施

地域を7地域に分け、各地域に支局を設置し権限委譲を行う方向で検討されている。 

SECAPの職員数は、頻繁に増減されているが、2011年4月末現在計528人となっている。そのうち、

213人が契約職員である。なお、SECAPの指導員数は124人と少ない。よって、大半の訓練コースは

非常勤指導員が担当している。 

SECAP 組織図（フラット方式）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運営施設 

SECAPは、全国に技術学院１、大規模訓練センター６、中規模訓練センター11及び主張所１５の施

設を有している。なお、訓練センター別担当分野は次表の通りである。 

種類 数 担当技術分野 備 考 

技術学院 １ 工業 アンバット市に所在 

大規模訓練センター 

２ 工業 キト市及びドゥラン市に所在 

２ 工業、商業及びサービス クエンカ市及びアンバット市に所在 

２ 商業及びサービス キト市及びグアヤキル市に所在 

支援部門 

指導部門  支援部門 

法務部  企画部 

監査室 

総務財務 人事部 

理事会  総裁  訓練センター 

経済活動人口

管理部門 訓練部門
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中規模訓練センター 
１０ 工業、商業及びサービス 計10都市に所在 

１ 印刷業のみ キト 

出張所 １５ 商業及びサービス 計１５都市に所在 

 

（３）財政予算 

 SECAPの財源は、①公的機関の給与の0.5％に相当する労働税、②自己活動により発生する資

金（授業料）及び③SETECから拠出される社会的弱者訓練予算である。なお、最近の予算確保状

況は次表の通りである。 

単位：米ドル 

予算費目 2007 2008 2009 2010 2011 

管理・有料訓練予算 6,916,987 7,481,042 7,952,024 8,885,068 9,105,589

無料訓練（社会的弱者訓練）予算 10,411,478 9,979,419 9,555,195 10,901,704 6,187,895

合  計 17,328,465 17,460,461 17,507,219 19,786,772 15,293,484

 

３． 訓練コース 

（１） 産業人材育成（有料コース） 

現在、SECAPが実施している訓練コースの形態には、未就業者・失業者を対象とする養成訓練コー

ス、高卒対象の上級訓練コース及び在職者を対象とする向上訓練コースがある。養成訓練には、

若年者訓練（13～18歳を対象に2～3年年間の訓練を行う）と成人訓練（18歳以上を対象に1年間の

訓練を行う）があるが、何れも統一したカリキュラムや教材が無く、各訓練センターが独自の考えで

実施している状況である。上級訓練コースは、技能者育成（テクニコ、2年間の訓練）と熟練技能者

育成（テクノロゴ、3年間の訓練）となっている。機械金属、電気電子及び自動車整備分野の上級訓

練コースについてはJICAの技術協力により作成されたカリキュラムと教材が本コースを実施してい

る大規模訓練センターに配布、利用されている。その他の訓練コースについては現在漸く統一した

カリキュラムと教材の作成に着手している状況である。次表に2010年の実績を示す。 

コース形態 コース コース数 
コース修了者数 

（人） 

養成訓練コース 
中卒若年者対象の訓練コース 131 2,757 

中卒成人者対象の訓練コース 51 1,070 

上級訓練コース 
高卒対象のテクニココース 43 828 

高卒対象のテクノロゴコース 77 1,310 

向上訓練コース 在職対象の訓練コース 5,361 85,040 

 

（２） 社会弱者養成（無料コース） 

前述の通り、コレア政権は社会的弱者の職業訓練を重点課題の一つとして掲げ、2007年にCNCF

（現SETEC）が徴収する労働税の30％をSECAPが実施する社会的弱者の基礎技能訓練コースの

実施に当てるための法的措置を採った。それを受け、同年にSECAPは試行錯誤に「45時間」の各種

訓練コースを全国的に展開し、更に2009年にJICAの技術協力により就業を目的とした「90時間～

225時間」の訓練コースを導入した。 
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また、2010年初頭から「雇用パートナーシップ」、「パン職人パートナーシップ」、「タイヤ修理パートナ

ーシップ」等の政府の各種社会的弱者支援プログラムの実施においてJICAの技術協力を通じて開

発された「パンク修理コース」、「製パン製菓コース」、「左官コース」等各種コースが利用されている。

次表に2010年の基礎技能訓練コースの実績を示す。 

コース形態 コース数 コース修了者数 

基礎技能訓練コース 13,220 155,467 

注：コースは、全て1コース45時間で算出。本コース数に３時間のセミナーも含む。 

 

なお、社会的弱者に対する無料訓練コースはSECAPにより独占的に実施されていたが、本年3月の

SETEC誕生に伴い、他の公的・民間職業訓練機関も上述の労働税を利用し実施することが可能と

なった。 

また、SECAPは2010年の職業訓練プログラムの中で次の目標、政策及び戦略を打ち出している。 

 

【社会的弱者のための職業訓練プログラム（2010 年）】 
No. 全体目標 

労働市場への編入・再編入と社会・経済・科学技術の分野における発展に貢献するような、包括的な職業

訓練を無料で提供し、実施することで、社会的弱者の人材を強化する。 

具体目標 

1. 社会的弱者の知識・スキル・技能・価値を発展させ、向上させる。 

2. 社会的弱者のニーズと潜在的可能性とコースのカリキュラムを連結させる。 
3. 社会的弱者の個人・社会的ニーズに対応する目的で包括的に職業訓練を施す。 

4. 
生産分野のマイクロ企業を立ち上げるための技術支援や技術を提供する政府の社会プログラムを

支援することで、裨益者である社会的弱者に対する雇用を保障する。 
政策 

1. 社会的弱者の居住地区においてコースを優先的に展開する。 

2. 
コースのカリキュラムは、主軸に知識・スキル・技能の構築を、分野型の軸として、人間開発と零細

企業運営達成のための市民の価値に係る職業訓練を含む。 
3. 社会的弱者のための職業訓練のコースは無料とする。 

4. 
融資や社会的支援に関する政府の社会プログラムに社会的弱者を組み込むことを助言しながら、

雇用機会を促進する。 
戦略 

1. 
職業訓練の実質的なニーズを特定するために、異なる社会プログラム・プロジェクトを担当する機

関との戦略的同盟を確立する。 
2. コースのカリキュラムを策定する。 
3. 雇用適正を改善するために、裨益者である社会的弱者に対して職業訓練を施す。 
                出所：”Planes y Programas”, SECAP, 2010. ＜http://www.secap.gob.ec/Documentos/PlanesProgramas.pdf＞ 

 

４． 国際協力 

SECAPは、発足後20年以上に亘りドイツの技術協力（専門家派遣、研修員受け入れ、機材供与）を

受ける一方、世界銀行から訓練施設の建設のための借款を受けている。また、この他にイタリア、

スイス、米国及びブラジルからも小規模の技術協力を受けているが、1990年初頭に各国の援助が

終了している。なお、日本の協力については次章で詳述する。 
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５． SECAP の今後の課題 

（１） 組織強化 

SECAP の本部及び傘下の訓練センターが日本の技術協力により強化されつつあるが、近年産業

人材育成に加え、社会的弱者に対する訓練の実施など業務が拡大している。また、新職業訓練シ

ステムの導入とそれに伴う法改正により今まで独占的に実施してきた社会的弱者向けの「無料基

礎技能訓練」の実施を民間の職業訓練機関と競合する必要が出ている。よって、①実際に労働市

場や産業界のニーズにあった訓練コースや②社会的弱者の就業率向上に連結した訓練コースを

開発するために、政府の政策や支援プログラム、地域社会経済、労働市場の多様なニーズやその

変化を調査、研究し、その結果に基づき訓練コースの開発を行うため、調査研究開発部署を新設

強化することが急務となっている。 

 

（２） 長期養成訓練コースの実施 

SECAP は、政府の方針に従い社会的弱者の訓練を短期の「基礎技能訓練コース」を通じて実施し

てきたが、コース修了者の就業率向上のため、更にコース内容を充実させ、コース受講者に実践力

と即戦力を付けるために、職務分析に基づくコース設計と実際の生産現場と実際の製造設備によ

る実習（企業実習）の導入が必要となってきている。 

（３）職業訓練庁への支援 

今までに蓄積されたノウハウと新たに「職務分析」や同分析に基づく「実践的なカリキュラム開発手

法」を習得することにより、エクアドル国の実情にあった実践的な職業訓練コースの確立と「能力評

価制度」の導入において新設の職業訓練庁を支援する又はリーダー的な役割を担うべき施策を講

じることが重要である。 

（４）訓練コースの質改善 

SECAP の訓練コースは、日本の技術協力の成果もあり、大幅に改善されているが、更に調査研究

開発能力を強化し、それぞれの産業、訓練対象者、地場産業のニーズに沿った訓練コースの開発

実施が望まれている。 

（５）指導員の能力強化と実習場の整備 

今までに実施された JICA 技術協力を通じて開発された各種訓練コースを全国的に展開するため

に日本の非協力訓練センターの指導者の再訓練と実習場の整備を進める必要がある。また、JICA

により供与された機材の多くは既に 5 年以上利用されており、今後その機材が時代遅れ又は老朽

化され更新する必要がでてくる。そのため、施設・整備費の予算確保を講じる必要がある。 
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第８章 職業訓練における日本の協力 

１．日本の協力概要 

エクアドル国は、歴史的に我が国と友好関係にある一方、南米諸国の中でも最も開発の遅れてい

る国のひとつであり開発需要が大きいことから、我が国は無償資金協力や技術協力を中心とした

多くの援助を実施してきている。その中でも、SECAP に対しては「プロジェクト方式技術協力」、「無

償資金協力」、「個別専門家の派遣」、「単独機材供与」、「ボランティア派遣」及び「草の根援助」とい

った多くのスキームを活用し包括的な援助が実施されている。 

前述の通り、SECAP は創設以来長年に亘りドイツを初めとする多くの国から技術協力を受け、全国

規模で技能者や技術者の養成を実施し、地場産業の育成と工業分野の発展に寄与してきていたが、

90 年代初頭に各国の援助が途絶えた後、政治的介入、設備投資の減少等と言った理由から管理

運営上の問題、施設・実習用機材の老朽化、指導員の質の低下、更には近年の技術の高度化に

より産業界が求めるニーズに質・量とも十分に対応できない状況に直面し、労働者側及び企業側か

らの強い要求により一時 SECAP の民営化又は廃止が検討されていた。 

かかる状況の下、政府は SECAP の運営管理の改善強化のために我が国に対し技術協力を要請

してきた。それを受け我が国は前述の通り各種協力を実施し、それぞれが成果を出し、また相乗効

果を表し、SECAP の運営管理強化に貢献し、産業界や社会的弱者のニーズにあった訓練コースを

提供できる状況になりつつある。また、我が国の協力の成果もあり、外部からの評価が高まり、企

業の在職に対する向上訓練コースも年々増加する一方、一部大学の要請に基づき SECAP と大学

におけるパートナーシップや連携事業が実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECAP 

技術協力 
プロジェクト  C/P研修 

ボランティア 
派遣 

・高度な訓練コースの企画運

営管理能力強化 
・基礎技能訓練コースの企画

運営管理能力強化 
・指導員の技術・知識の向上 

・実習場の充実 
・技術教務規程の改善 
・就労支援システムの改善 
・調査業務の改善 

SECAPに対する 
日本の協力 

無償資金協力 

個別専門家 
派遣  草の根援助 
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２．技術協力 

JICA は、1994 年から 2006 年まで SECAP 本部及び傘下の訓練センターに対し「職業訓練運営管

理」、「質管理」、「冷凍空調」、「自動車整備」の職種の第三国専門家を含む長期・短期個別専門家

を計 12 名派遣している。また、2002 年以降次の通り 2 件の技術協力プロジェクトが実施され又は

実施中であり、更に新案件の実施のための協力要請が出ている。 

（１） 産業人材育成プロジェクト 

本案件は、産業界のニーズに沿った「高度な職業能力を有する上級技能者の育成」を目的に開

始し、SECAP の最大規模の訓練センターである「北部地域工業訓練センター（CERFIN）」を拠点に

職業訓練指導員の質的向上、産業界のニーズ把握、上級訓練コース及び向上訓練コースのカリキ

ュラム・教材の改定、主要訓練センターの実習場の整備等の活動を実施してきた。 

本案件により開発されたカリキュラムや教材、ニーズ調査手法等多くの成果が SECAP の工業訓練

センターに広く普及され活用される一方、養成された多くの指導員が CERFIN 内及び他訓練センタ

ーの指導員再訓練と新技術コースの開発等の中心的な役割を担っている。また、本案件の実施を

通じて蓄積されたノウハウが「社会的弱者のための職業訓練強化プロジェクト」でも多く活用されて

いる。なお、本案件の投入実績、主な成果等は後に記載する表の通りである。 

（２） 社会的弱者養成プロジェクト 

エクアドル政府は、2007 年に社会的弱者に対する各種支援プログラムを打ち出し、その一環として

SECAP を通じて社会的弱者向けの「基礎技能訓練コース」を実施することを決定し、それに必要な

予算措置を採った。然るに、従来 SECAP の訓練コースは産業人材育成を目的としており、社会的

弱者に対する基礎技能訓練の企画実施のためのノウハウが十分ではなかったため、この取り組み

は当初、十分な成果を挙げることができなかった。かかる状況の下、エクアドル政府の強い要請に

基づき本案件を立ち上げ「基礎的な技能・知識を有する初級技能者の養成」を目的に基礎技

能訓練コースの開発、コース修了者の就業支援制度の確立、実習場の整備等を実施してきている。

本案件で開発された各種基礎技能訓練コースは協力対象訓練センターに限らず、既に非協力訓練

センターでも広く実施されている。特に、「起業コース」は社会開発調整省や勧業銀行が前述の「人

間開発クレジット活用研修プログラム」にも全国レベルで活用している。なお、本案件の投入実績や

主な実績は次表の通りである。 

【産業人材育成プロジェクトと社会的弱者養成プロジェクトの基礎データ】 
 産業人材育成 

（2002 年 7 月～2007 年 6 月実施） 
社会的弱者養成 

（2008 年 11 月～2011 年 10 月実施） 
プロジェ

クト名 
エクアドル職業訓練改善プロジェクト 社会的弱者のための職業訓練強化プロジェクト

プロジェ

クト目標 

産業界の訓練ニーズに合致した職業能

力を（電気、電子、機械加工、金属加

工）有する技術者を大量に輩出できる

よう、CERFIN を拠点としながら SECAP

及びその主要な職業訓練センターの運

営管理体制が改善される。 

社会的弱者向けの基礎技能訓練モデルが SECAP

本部とプロジェクト対象訓練センターで構築さ

れ、その普及体制が SECAP 本部にて確立され

る。 

 

協力対象 CERFIN CERFIN、CEFIC、CEFIA、CCYSQ、CMQS、CMI、
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訓練セン

ター 

CMSD、CMA   注：CMI、CMSD 及び CMA は協

力重点センター。その他のセンターは支援セン

ター。 

協力対象

技術分野 
機械金属、電気電子 

機械金属、電気、自動車整備、建築、工業縫

製、調理、起業 

日本側投

入実績 

・長期専門家：7名 

・短期専門家：21 名 

・第三国専門家 11 名 

・C/P 研修：17 名（日本） 

・機材供与：298 百万円 

・携行機材：20 百万円 

・長期専門家：２名 

・短期専門家：1名 

・第三国専門家：4名 

・C/P 研修：19 名（第三国） 

・機材供与：1百万円 

特徴：近隣諸国のリソースを最大活用。 

主な成果 

・上級訓練コースと向上訓練コースの

カリキュラム・教材開発と普及。 

・上級訓練コースと向上訓練コースの

実施と普及。 

・CERFIN 及び後述の無償資金協力対象

センターにおけるニーズ調査、追跡

調査の実施。 

・上級訓練コース担当指導員の再訓

練。 

・SECAP の技術教務規程の大幅見直

し。 

・基礎技能訓練コースのカリキュラム・教材開

発と普及。 

・基礎技能訓練コースの実施と普及。 

・全国の訓練センターにおけるニーズ調査、追

跡調査の実施。 

・基礎技能訓練コース担当指導員の再訓練。 

・SECAP の技術教務規程の見直しと各種ガイド

ラインの作成。 

・就労支援制度の確立。 

 

３．無償資金協力 

CERFIN を拠点に実施された上記「産業人材育成プロジェクト」で主要工業訓練センターの指導員

の再訓練と活動成果を他訓練センターに普及展開することが計画されていた。然るに、同主要訓練

センターが所有する実習用機材の多くが著しく老朽化され、同案件で開発された「上級訓練コース」

の展開は困難な状況にあった。また、SECAP は財政難に陥った状態にあり、同機材の更新ができ

ないため、我が国に必要な機材の調達について無償資金協力を要請してきた。それを受け、日本

側は要請された機材の妥当性を検証し、協力対象範囲を検討し、必要機材を供与した。本協力に

より開発された訓練コースが協力対象訓練センターで実施できるようになり、技術協力とのシナジ

ー効果は発揮している。供与された無償資金協力の概要は次表の通りである。 

 

【無償資金協力概要】 
供与年度 2006 年 
機材供与額 809 百万円 

協力対象訓練センター 

・北部工業訓練センター（CERFIN、キト市） 
・臨海部工業訓練センター（CERFIL、ドゥラン市） 
・クエンカ工業訓練センター（CEFIC、クエンカ市） 
・アンバット工業訓練センター（CEFIA、アンバット市） 
・グアヤキル商業・サービス業女性訓練センター（CCSFMG、グアヤキル市） 
・キト・スル総合訓練センター（CMQS、キト市） 
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協力対象分野 

・機械金属（CERFIN、CERFIL、CEFIC、CEFIA) 
・電気電子（CERFIN、CERFIL、CEFIC、CEFIA) 
・自動車整備（CERFIN、CERFIL、CEFIC、CEFIA) 
・工業縫製（CEFIC、CCSFMG、CMQS） 

 

４．単独機材供与 

1997 年度に、当時 JICA のボランティアが派遣されていた CERFIN、CERFIL、CEFIA 及び CEFIC の

４工業訓練センターに対し自動車整備及び電子工学分野の実習用機材が供与され、現在において

も各種訓練コースの実施に利用されている。 

 

５．ボランティア派遣 

SECAP 傘下の訓練センターには、1991 年以降機械金属、自動車整備、電気電子、工業縫製、情

報、調理などの各種技術分野のボランティアがこれまでに 58 名派遣されている。その一部が技術

協力プロジェクトの協力対象訓練センターにも派遣されており、派遣されたボランティアが供与され

た機材を利用し活動ができ、また供与した機材の効果的使用等を C/P に指導するなど「技術協力

プロジェクト」と「ボランティア派遣事業」が連携し「シナジー効果」を高めている。 

６．草の根援助 

SECAP に対しては、前述の技術、経済協力の他に 2008 年に「トゥルカン総合訓練センター」の調

理、美容、情報の各教室や視聴覚教室の建設のため 8.8 百万ドルに及ぶ「草の根人間の安全保障

無償資金協力」が供与されている。本協力は「在エクアドル日本国大使館」が実施したものである。 

６． 今後の課題 

エクアドルは、従来各職業訓練機関が独自の方針で人材育成を進めてきたが、今後新設された職

業訓練庁の管理監督の下に実施する必要がある。また、SECAP も現在までに独占的に実施してき

た社会的弱者の訓練を民間の職業訓練機関と競合する必要がでている。正に職業訓練の新時代

に投入していると言っても過言ではない状況である。 

また、従来の産業人材育成及び新サービスの社会的弱者の養成においても多くの課題が山積みと

なっている。 

SECAP は、今まで JICA の技術協力により開発された訓練コースの普及に止まらず、労働市場の

多様なニーズと構造変化を調査し、そのニーズを的確に把握し、それに対応する多種多様の訓練

コースを研究開発することが必要である。 

然るに、SECAP の運営管理体制とその能力が未だ十分とは言える状況に至っていないのが現状

である。よって、新たにその運営管理能力の強化、労働市場と職業訓練とのリンクを戦略的に行う

ための調査研究開発能力の強化等第 7 章に記載される課題克服ため新たな技術協力が必要とな

っている。 
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